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(57)【要約】
【課題】被転写面との密着性が高い絶縁層又は隔壁を簡便に形成しうる電子デバイス用転
写材料、該転写材料を用いた電子デバイスの絶縁層形成方法及び隔壁形成方法、並びに発
光性能に優れた発光素子を提供すること。
を提供する。
【解決手段】転写支持体上に、絶縁層又は隔壁材料層と、電荷輸送性の有機低分子化合物
を含む層と、をこの順に有することを特徴とする電子デバイス用転写材料、これを用いた
電子デバイスの絶縁層形成方法及び隔壁形成方法、並びに発光素子。
【選択図】なし
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　転写支持体上に、絶縁層又は隔壁材料層と、電荷輸送性の有機低分子化合物を含む層と
、をこの順に有することを特徴とする電子デバイス用転写材料。
【請求項２】
　前記転写支持体における絶縁層又は隔壁材料層を有する側の表面は、純水に対する接触
角が５０°以上であることを特徴とする請求項１に記載の電子デバイス用転写材料。
【請求項３】
　前記転写支持体における前記絶縁層又は隔壁材料層を設ける面の最大表面粗さＲmax（
ＪＩＳ　Ｂ　０６０１－１９８２により規定される）が、前記電荷輸送性の有機低分子化
合物を含む層の厚さを１００とした場合に０～５０の範囲であることを特徴とする請求項
１又は請求項２に記載の電子デバイス用転写材料。
【請求項４】
　転写支持体上に絶縁層と電荷輸送性の有機低分子化合物を含む層とをこの順に有する発
電子デバイス用転写材料を用い、該転写材料における電荷輸送性の有機低分子化合物を含
む層が、基板上の一部又は全面に電極が形成された被転写基板における電極を有する側の
面と対面するように、前記転写材料を前記被転写基板に重ねて加熱及び／又は加圧した後
、前記転写支持体を引き剥がすことにより前記絶縁層を前記被転写基板の電極を有する側
の面に転写して、前記被転写基板上に絶縁層を形成することを特徴とする電子デバイスの
絶縁層形成方法。
【請求項５】
　転写支持体上に隔壁材料層と電荷輸送性の有機低分子化合物を含む層とをこの順に有す
る電子デバイス用転写材料を用い、該転写材料における電荷輸送性の有機低分子化合物を
含む層が、基板上の一部又は全面に電極が形成された被転写基板における電極を有する側
の面と対面するように、前記転写材料を前記被転写基板に重ねて加熱及び／又は加圧した
後、前記転写支持体を引き剥がすことにより前記隔壁材料層を前記被転写基板の電極を有
する側の面に転写して、前記被転写基板上に隔壁を形成することを特徴とする電子デバイ
スの隔壁形成方法。
【請求項６】
　前記被転写基板上に発光層を含む有機化合物層を形成後、前記転写材料を用いて隔壁を
形成することを特徴とする請求項５に記載の電子デバイスの隔壁形成方法。
【請求項７】
　請求項４に記載の方法を用いて形成された絶縁層を有することを特徴とする発光素子。
【請求項８】
　請求項５又は請求項６に記載の方法を用いて形成された隔壁を有することを特徴とする
発光素子。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、発光素子等の電子デバイスにおける絶縁層又は隔壁の形成に用いられる転写
材料、該転写材料を用いた電子デバイスの絶縁層又は隔壁の形成方法、及び、該形成方法
を用いて得られた発光素子に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来より、発光素子等の発光素子の製造においては、様々な手法により絶縁層や隔壁が
形成されてきた。絶縁層は、ＩＴＯ等からなる電極をパターニングすると発生する「パタ
ーン端部分（エッジ）の厚みムラや、形状ムラ、傾斜や盛上り」に起因する発光素子の発
光不良（例えば、エッジ部が低抵抗になった場合はそこだけが光る、エッジ部が凸凹の場
合は有機化合物層が途切れてしまい電極間が繋がり有機発光層へは電流が流れない等）を
防止するため、エッジ部分に設ける高抵抗な均一な成膜層である。
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【０００３】
　従来、絶縁層の形成方法としては、基板上にＩＴＯ電極をパターニングした後に、ＳＩ
Ｏ２などの無機酸化物を用いてＩＴＯ電極を形成した基板の全表面に無機酸化物層を製膜
し、この無機酸化物層をフォトリソグラフィーを用いてエッチングしてパターン化して、
絶縁層を設ける形成方法等がある。
　しかしながら、このような絶縁層の形成方法は、エッチング用の特殊溶液を用いるため
、基板にダメージを与えるという問題がある。特に、ＩＴＯ電極を形成した基板の材料と
して、ガラスではなくフイルムを用いた場合には、より顕著なダメージとなり、最悪の場
合は基板が変形してしまい、求めるパターンが得られないという問題がある。
【０００４】
　隔壁は、発光素子の駆動方式としてパッシブ駆動等が適用された場合に必要とされる素
子の構成要素である。従来の隔壁の形成方法としては、例えば、ＩＴＯ電極のパターニン
グ工程の後、絶縁層のパターニング工程を行い、それに次いで、隔壁用材料を塗布により
ＩＴＯ電極が形成された基板の全表面に製膜したあとで、フォトリソグラフィーを用いて
隔壁用材料をエッチングしてパターンを形成し、該パターンを高温処理して隔壁を設ける
方法等がある。
　しかしながら、このような隔壁の形成方法についても、エッチング用の特殊液溶液の使
用や、隔壁形成時の高温処理により、基板にダメージを与えるという問題がある。
【０００５】
　また、絶縁層又は隔壁を形成する他の方法として転写材料を用いた方法がある（例えば
、特許文献１～８参照。）。この方法によれば、基板に耐溶剤性や耐熱性を要求すること
なく絶縁層や隔壁を形成できる。また、フォトリソグラフィーを用いた絶縁層や隔壁の形
成工程に比較して、工程を簡易化することもできる。
　しかしながら、上記の文献に記載されるような転写材料を用いて、転写により形成され
た絶縁層又は隔壁は被転写面との密着性に劣り、剥がれてしまうという問題があった。特
に、ポリマー材料からなる絶縁層又は隔壁を転写材料を用いて形成した場合には、基板と
の密着性低下の問題が顕著であった。
【０００６】
　以上のように、基板との密着性の高い絶縁層や隔壁を簡便に形成する技術が要求されて
いるが、未だ提供されていないのが現状である。
【特許文献１】特開２００１－１９６１８６号公報
【特許文献２】特表２００６－５０５１１１号公報
【特許文献３】特開２００１－２１０４６９号公報
【特許文献４】特開２００１－２５０６９３号公報
【特許文献５】特開２００２－１３９６１３号公報
【特許文献６】特開２００２－１３９６１４号公報
【特許文献７】特開２００３－２６４０６９号公報
【特許文献８】特開２００５－３１０４０４号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　本発明の目的は、被転写面との密着性が高い絶縁層又は隔壁を簡便に形成しうる電子デ
バイス用転写材料、及び、該転写材料を用いた電子デバイスの絶縁層形成方法及び隔壁形
成方法を提供することにある。
　また、本発明の他の目的は、被転写面との密着性が高い絶縁層又は隔壁を簡便に形成し
うる電子デバイス用転写材料を用いることにより得られた、発光性能に優れた発光素子を
提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　本発明者ら前記実情に鑑み、鋭意研究を行ったところ、上記課題を解決しうることを見
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出し本発明を完成した。即ち、本発明は下記の手段により達成されるものである。
【０００９】
　＜１＞　転写支持体上に、絶縁層又は隔壁材料層と、電荷輸送性の有機低分子化合物を
含む層と、をこの順に有することを特徴とする電子デバイス用転写材料。
【００１０】
　＜２＞　前記転写支持体における絶縁層又は隔壁材料層を有する側の表面は、純水に対
する接触角が５０°以上であることを特徴とする前記＜１＞に記載の電子デバイス用転写
材料。
【００１１】
　＜３＞　前記転写支持体における前記絶縁層又は隔壁材料層を設ける面の最大表面粗さ
Ｒmax（ＪＩＳ　Ｂ　０６０１－１９８２により規定される）が、前記電荷輸送性の有機
低分子化合物を含む層の厚さを１００とした場合に０～５０の範囲であることを特徴とす
る前記＜１＞又は＜２＞に記載の電子デバイス用転写材料。
【００１２】
　＜４＞　転写支持体上に絶縁層と電荷輸送性の有機低分子化合物を含む層とをこの順に
有する電子デバイス用転写材料を用い、該転写材料における電荷輸送性の有機低分子化合
物を含む層が、基板上の一部又は全面に電極が形成された被転写基板における電極を有す
る側の面と対面するように、前記転写材料を前記被転写基板に重ねて加熱及び／又は加圧
した後、前記転写支持体を引き剥がすことにより前記絶縁層を前記被転写基板の電極を有
する側の面に転写して、前記被転写基板上に絶縁層を形成することを特徴とする電子デバ
イスの絶縁層形成方法。
【００１３】
　＜５＞　転写支持体上に隔壁材料層と電荷輸送性の有機低分子化合物を含む層とをこの
順に有する電子デバイス用転写材料を用い、該転写材料における電荷輸送性の有機低分子
化合物を含む層が、基板上の一部又は全面に電極が形成された被転写基板における電極を
有する側の面と対面するように、前記転写材料を前記被転写基板に重ねて加熱及び／又は
加圧した後、前記転写支持体を引き剥がすことにより前記隔壁材料層を前記被転写基板の
電極を有する側の面に転写して、前記被転写基板上に隔壁を形成することを特徴とする発
光素子の隔壁形成方法。
【００１４】
　＜６＞　前記被転写基板上に発光層を含む有機化合物層を形成後、前記転写材料を用い
て隔壁を形成することを特徴とする前記＜５＞に記載の発光素子の隔壁形成方法。
【００１５】
　＜７＞　前記＜４＞に記載の方法を用いて形成された絶縁層を有することを特徴とする
発光素子。
【００１６】
　＜８＞　前記＜５＞又は＜６＞に記載の方法を用いて形成された隔壁を有することを特
徴とする発光素子。
【発明の効果】
【００１７】
　本発明によれば、被転写面との密着性が高い絶縁層又は隔壁を簡便に形成しうる電子デ
バイス用転写材料、及び、該転写材料を用いた電子デバイスの絶縁層形成方法及び隔壁形
成方法を提供することができる。
　また、本発明によれば、被転写面との密着性が高い絶縁層又は隔壁を簡便に形成しうる
電子デバイス用転写材料を用いることにより得られた、発光性能に優れた発光素子を提供
することができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１８】
　以下、本発明の電子デバイス用転写材料、該転写材料を用いた電子デバイスの絶縁層形
成方法及び隔壁形成方法、並びに発光素子について詳細に説明する。
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　本発明における電子デバイスは、その構成要素として本発明の転写材料を用いて形成さ
れた絶縁層及び／又は隔壁を備えたものであり、かかる電子デバイスの代表的な例として
は、有機電界発光素子に代表される電界発光素子を挙げることができるが、これに限定さ
れるものではない。
【００１９】
［１］電子デバイス用転写材料
（１）構成
　本発明の電子デバイス用転写材料（以下、単に「本発明の転写材料」と称する場合があ
る。）は、転写支持体上に、絶縁層又は隔壁材料層と、電荷輸送性の有機低分子化合物を
含む層（以下、単に「有機低分子化合物」と称し、これを含む層を「有機低分子化合物層
」とを称する場合がある。）と、をこの順に有することを特徴とする。
　本発明の転写材料は、有機電界発光素子に代表される電界発光素子などの電子デバイス
における絶縁層又は隔壁の形成に好適に用いることができる。
【００２０】
　本発明の転写材料は、被転写基板上に絶縁層又は隔壁が形成された際に、被転写基板と
絶縁層又は隔壁との間に介在する層である、前記有機低分子化合物層を有することが主た
る特徴である。当該有機低分子化合物層を有することにより、本発明の転写材料により形
成された絶縁層又は隔壁と被転写面との密着性が向上するものと考えられる。
　従って、本発明の転写材料を用いることにより、被転写面との密着性が高い絶縁層又は
隔壁を簡便に形成することができる。
　さらに、本発明の転写材料を用いた絶縁層及び隔壁の形成は、エッチング等の工程を必
要としないため、絶縁層及び隔壁を形成する際の被転写基板に設けられている電極（例え
ば、ＩＴＯ電極）等の劣化を効果的に抑制することができる。
【００２１】
　本発明の転写材料は、転写支持体上に、絶縁層又は隔壁材料層と、電荷輸送性の有機低
分子化合物を含む層と、をこの順に有することが必要であるが、更に必要に応じて、他の
層を有していてもよい。他の層としては、例えば、剥離層、等が挙げられる。
【００２２】
（２）有機低分子化合物層
　本発明における有機低分子化合物層は、電荷輸送性の有機低分子化合物を少なくとも１
種含有する。
【００２３】
　本発明に用いうる有機低分子化合物としては、本発明を適用して製造される発光素子に
おいて、陰極から電子を注入する機能、電子を輸送する機能、及び陽極から注入されたホ
ールを障壁する機能のいずれかを有している化合物であれば特に限定されない。その具体
例としては、例えばトリアゾール誘導体、オキサゾール誘導体、オキサジアゾール誘導体
、フルオレノン誘導体、アントラキノジメタン誘導体、アントロン誘導体、ジフェニルキ
ノン誘導体、チオピランジオキシド誘導体、カルボジイミド誘導体、フルオレニリデンメ
タン誘導体、ジスチリルピラジン誘導体、ナフタレンペリレン等の複素環テトラカルボン
酸無水物、フタロシアニン誘導体、８－キノリノール誘導体等の金属錯体、メタロフタロ
シアニン、ベンゾオキサゾールやベンゾチアゾール等を配位子とする金属錯体、アニリン
共重合体、チオフェンオリゴマー、ポリチオフェン等の導電性高分子、ポリチオフェン誘
導体、ポリフェニレン誘導体、ポリフェニレンビニレン誘導体、ポリフルオレン誘導体等
が挙げられる。
【００２４】
　有機低分子化合物は、被転写面の材質、性状、等により適宜選択することができる。例
えば、本発明の転写材料を用いて製造される発光素子等における電荷輸送性の有機低分子
化合物と同じ化合物、又は構造が近い化合物が好ましく用いられる。構造が近いとは、立
体的な構造を示したり、ｌｏｇＰ値や有無値、ＳＰ値などで知られる構造から算出される
物理量を指す。
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【００２５】
　有機低分子化合物層には、必要に応じ、有機低分子化合物以外の他の成分（例えば、水
分や酸素等の発光素子を劣化させ得るものが発光素子内に侵入又は透過するのを抑制する
機能を有している成分であり、後述の発光素子における保護層や封止層に用いる成分等）
を含有してもよい。
　水分や酸素等の発光素子を劣化させ得るものが素子内に侵入又は透過するのを抑制する
機能を有している成分としては、例えば、一酸化ケイ素、二酸化ケイ素、一酸化ゲルマニ
ウム、二酸化ゲルマニウム等、テトラフルオロエチレンと少なくとも１種のコモノマーと
の共重合体、共重合主鎖に環状構造を有する含フッ素共重合体、ポリエチレン、ポリプロ
ピレン、ポリメチルメタクリレート、ポリイミド、ポリユリア、ポリテトラフルオロエチ
レン、ポリクロロトリフルオロエチレン、ポリジクロロジフルオロエチレン、クロロトリ
フルオロエチレン又はジクロロジフルオロエチレンと他のコモノマーとの共重合体、吸水
率１％以上の吸水性物質、吸水率０．１％以下の防湿性物質、金属（Ｉｎ、Ｓｎ、Ｐｂ、
Ａｕ、Ｃｕ、Ａｇ、Ａｌ、Ｔｉ、Ｎｉ等）、金属酸化物（ＭｇＯ、ＳｉＯ、ＳｉＯ２、Ａ
ｌ２Ｏ３、ＧｅＯ、ＮｉＯ、ＣａＯ、ＢａＯ、Ｆｅ２Ｏ３、Ｙ２Ｏ３、ＴｉＯ２等）、金
属フッ化物（ＭｇＦ２、ＬｉＦ、ＡｌＦ３、ＣａＦ２等）、液状フッ素化炭素（パーフル
オロアルカン、パーフルオロアミン、パーフルオロエーテル等）、液状フッ素化炭素に水
分や酸素の吸着剤を分散させたもの等が使用可能である。
【００２６】
　有機低分子化合物層における有機低分子化合物の含有量としては、有機低分子化合物層
の構成膜厚１００部に対して、１０部以上が好ましく、２０部以上がより好ましく、５０
部以上がさらに好ましい。
【００２７】
　有機低分子化合物層の厚さとしては、形成される絶縁層又は隔壁と被転写面との密着性
の観点から、膜を表面に一様に形成できる厚みであればよく、一般的に１ｎｍ以上が好ま
しく、５ｎｍ以上がより好ましく、１０ｎｍ以上がさらに好ましい。
【００２８】
　有機低分子化合物層は、後述する絶縁層又は隔壁材料層上に、例えば、真空蒸着法真空
蒸着法、スパッタリング法、反応性スパッタリング法、分子線エピタキシ法、クラスター
イオンビーム法、イオンプレーティング法、プラズマ重合法、プラズマＣＶＤ法、レーザ
ＣＶＤ法、熱ＣＶＤ法、コーティング法等により形成することができる。
【００２９】
（３）絶縁層又は隔壁材料層
（３－１）絶縁層
　本発明の転写材料における絶縁層は、少なくとも１種の絶縁材料を含んで構成される層
である。この転写材料を用いて転写支持体上の被転写面に転写を行うことにより、電子デ
バイスの絶縁層を形成できる。
　ここで、本発明において、「絶縁層」とは、電子デバイスにおいて、パターニングした
陽極の端部を覆う構成部位を指す。
【００３０】
　絶縁層に適用しうる絶縁材料としては、抵抗値として、１０３Ω／□以上が好ましく、
１０５Ω／□以上がより好ましい。１０３Ω／□以下の場合、電極から通電してしまうた
め好ましくない。優れた絶縁を得るためには、電極と抵抗が異なることが好ましく、抵抗
値の差として、１０２Ω／□以上が好ましく、１０４Ω／□以上がより好ましい。更に、
加熱による形状・特性等の変化が少ない材料により形成することが好ましい。
　具体的には、ＵＶ硬化性の樹脂材料（光硬化型のアクリル樹脂、メタリル系樹脂、又は
、ノボラック系樹脂など）、ポリイミド系樹脂（感光性ポリイミド樹脂など）、または熱
硬化型樹脂等の有機材料、および無機材料、無機物の酸化物、又は無機物と高分子を混合
した物質等を用いることができる。
【００３１】
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　絶縁層には、上記絶縁材料の他、必要に応じて公知の有色物質を含有してもよい。
　絶縁層は、無色透明であっても、有色透明であっても、不透明であってもよいが、発光
を取り出す場合に、別の個所の発光が混色してこないように有色としてもよい。その透過
率としては６０％以下が好ましく、７０％以下がより好ましい。この透過率は、分光高度
計を用いた公知の方法に従って測定できる。
【００３２】
　絶縁層の厚さとしては、電極のパターニング部分を覆えることができればよく、通常、
電極の厚みの２倍～２０倍が好ましく、５倍～１５倍が更に好ましい。また、フォトレジ
ストを用いる場合、一般的に０．５μｍから２μｍの厚みで設けられている。
【００３３】
　絶縁層の形成方法としては、フォトリソグラフィー法、印刷法等の一般的な方法を用い
ることができる。具体的には、アクリル樹脂、ポリイミド樹脂などのレジストを溶媒に溶
解したものを、スピンコート法、ディップコート法などの各種塗布法により塗布して有機
質層を形成する。続いて、有機質層をフォトリソグラフィー技術、エッチング技術等を用
いてパターニングすることにより絶縁層を形成する。
【００３４】
（３－２）隔壁材料層
　本発明の転写材料における隔壁材料層は、少なくとも１種の絶縁材料を含んで構成され
る層である。この転写材料を用いて転写支持体上の被転写面に転写を行うことにより、電
子デバイスの隔壁を形成できる。
　ここで、本発明において、「隔壁」とは、電子デバイスがパッシブ駆動で駆動される場
合において形成され、上部電極をライン上に区切るために設けられる構成部位を指す。例
えば、下部電極と上部電極の間に逆テーパ形に形成され、かつ、隔壁層各々が互いに平行
になるように配される。上部電極ライン同士は隔壁によって電気的に分断される。
【００３５】
　隔壁材料層は、絶縁性を有する層、絶縁性を有さない層のいずれであってもよい。隔壁
材料層を絶縁性を有する層として形成する場合には、絶縁層に適用しうる絶縁材料と同一
の材料を用いて隔壁を形成することもでき、生産性をより向上させることが可能になる。
【００３６】
　隔壁材料層に適用しうる隔壁材料としては、縁材料層に適用しうる絶縁材料して例示し
た材料が挙げられる。具体的にはポリイミド等の感光性樹脂を配した後、フォトマスクを
用いた露光処理及び現像処理を行って隔壁を形成する。
【００３７】
　隔壁材料層には、上記隔壁材料の他、必要に応じて、水分吸収剤、ゲッター剤、色付け
用物質などを含有してもよい。更に、必要に応じて、可塑剤、酸化防止剤、充填剤等を配
合してもよい。
【００３８】
　水分吸収剤としては、酸化バリウム、酸化ナトリウム、酸化カリウム、酸化カルシウム
、硫酸ナトリウム、硫酸カルシウム、硫酸マグネシウム、五酸化リン、塩化カルシウム、
塩化マグネシウム、塩化銅、フッ化セシウム、フッ化ニオブ、臭化カルシウム、臭化バナ
ジウム、モレキュラーシーブ、ゼオライト、酸化マグネシウム等が挙げられる。不活性液
体としてはパラフィン類、流動パラフィン類、フッ素系溶剤（パーフルオロアルカン、パ
ーフルオロアミン、パーフルオロエーテル等）、塩素系溶剤、シリコーンオイル類等が挙
げられる。
【００３９】
　ゲッター剤としては市販品を用いることもでき、例えば、サエス・ゲッターズ製ＧＯＤ
／ＣＡＩ／Ｒ／Ｔ－Ｆ、等を用いることができる。
【００４０】
　色付け用物質としては、一般的にインキ組成物として分類されているものであればいず
れも使用できる。例えば、印刷インキ、スタンプ用インキ、ボールペン用インキ、水性筆
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記具用インキとして用いられる、水性顔料インキ、水性染料インキ、油性顔料インキ、油
性染料インキ塗料等に用いられている公知の無機又は有機の染顔料を挙げることができる
が、必ずしもこれに限定されるものではない。
【００４１】
　顔料あるいは染料顔料としては、例えば、金属微粉末等の無機顔料が挙げられ、具体例
としては、酸化チタン、マイカ、鉄黒、カーボンブラック、紺青、群青、青色１号、弁柄
、黄酸化鉄、酸化クロム、水酸化クロム、酸化亜鉛、酸化ジルコニウム、酸化コバルト、
魚鱗箔、オキシ塩化ビスマス、雲母チタン、青色２号、青色４０４号、赤色２号、赤色３
号、赤色１０２号、赤色１０４号、赤色１０５号、赤色１０６号、黄色４号、黄色５号、
緑色３号等が挙げられる。
　染料としては、アゾ系、フタロシアニン系、キナクリドン系、アントラキノン系、ジオ
キサジン系等の有機顔料が挙げられる。具体的には、油溶性染料としては、スダンレッド
、ＤＣ Ｒｅｄ １７、ＤＣ Ｇｒｅｅｎ６、β－カロテン、ダイズ油、スダンブラウン、
ＤＣ Ｙｅｌｌｏｗ １１、ＤＣ Ｖｉｏｌｅｔ ２、ＤＣ Ｏｒａｎｇｅ ５、キノリンイエ
ロー、アナットー（ａｎｎａｔｔｏ）、カルテノイド誘導体、例えば、リコペン、β－カ
ロテン、ビキシン及びカプサンチン（ｃａｐｓａｎｔｈｉｎ）、日本化薬社製の商品名ジ
スアゾイエロー、ブリリアントカーミン６Ｂ、レーキレッドＣ、フタロシアニンブルー、
カヤセットブラックＫＲ、カヤセットレッドＫ－ＢＥ、カヤセットブルーＫＦＬ、オリエ
ント化学社製の商品名オイルイエロー３Ｇ、オイルカラー イエロー＃１０５、オレンジ
＃２０１、ピンク＃３１２、スカーレット＃３０８、レッド＃３３０、ブラウン＃４１６
、グリーンＢＧ、バイオレット＃７３０、クラリアントジャパン株式会社製の商品名レッ
ド５Ｂ ０２、ブルーＢ ０１、ブラウン Ｂ等、及び／又はこれらの混合物が挙げられる
。水溶性染料としては、例えば、硫酸銅、硫酸鉄、水溶性スルホポリエステル、ローダミ
ン、天然染料（カロテン、ビート根の絞り汁）、メチレンブルー及びカラメル、も使用す
ることができる。これら色材は単独で、または２種以上混合して用いることができる。そ
の配合量は目的に合わせて異なるが、一般に有色が目視で認識できるためには、０．０１
～５質量％の範囲で使用される。
【００４２】
　隔壁材料層の厚さとしては、本発明の転写材料により形成された隔壁が、上部電極を電
気的に分断できる厚さであれば、特に制限はなく、１～１００μｍが好ましく、２～１０
μｍが更に好ましい。
【００４３】
　隔壁材料層の形成方法としては、所定のパターンを形成できれば、その方法は限定され
るものではないが、既知のフォトリソグラフィー法を用いてもよく、グラビア法、フレキ
ソ法、スクリーン法などの印刷法や、インクジェット法、ノズル塗布法などを用いること
ができる。例えば、リソグラフィ法を使用して隔壁材料層を形成する場合には、スピンコ
ート、スプレーコート、ロールコート、ダイコート、ディップコート等所定の方法で、基
板上に隔壁材料層の高さに合わせてその形成材料である感光性樹脂を塗布し、樹脂膜を形
成する。そして、隔壁材料層の平面形状（配線パターン）に合わせてマスクを施し、樹脂
膜を露光・現像することにより、隔壁材料層が転写支持体上に立設される。
　なお、本発明の転写材料により形成される隔壁は、基板面垂直方向に延びて溝部を形成
するものであればよいが、電極分断しやすいように基板上に立設された状態で逆テーパ状
になることが好ましい。
【００４４】
（４）転写支持体
　本発明における転写支持体としては、転写材料に適用しうる支持体であれば特に限定さ
れない。転写支持体として、具体的には、化学的及び熱的に安定であって、可撓性を有す
る材料により構成された支持体（以下、適宜「仮支持体」と称する。）、及び、可撓性を
有さず、被転写面の全面を均一に押圧できる支持体（以下、適宜「押圧部材」と称する。
）が挙げられる。
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【００４５】
　押圧部材としては、被転写面の全面を均一に押圧できるものであれば、透明又は不透明
のいずれのものも用いることができる。但し、押圧部材側から観察して位置を合わせる場
合、散乱、減衰を抑えるため無色透明であることが好ましい。
　押圧部材の材料は必要な物性を満足すれば特に限定されない。具体的には、ジルコニア
安定化イットリウム（ＹＳＺ）、ガラス等からなる無機材料シート、アルミニウム、銅、
ステンレス、金、銀等からなる金属箔、ポリイミド、液晶性ポリマー、フッ素樹脂［例え
ば４フッ化エチレン樹脂（ＰＴＦＥ）、３フッ化塩化エチレン樹脂（ＰＣＴＦＥ）等］、
ポリエチレンナフタレート（ＰＥＮ）、ポリカーボネート、ポリエーテルスルホン（ＰＥ
Ｓ）、硬質塩化ビニル等からなるプラスチックシート、これらの積層体等が挙げられる。
　これらの中でも、加工のしやすさやコストの点からガラス板、ステンレス箔、ポリイミ
ドシート、ポリカーボネートシート等が好ましい。
【００４６】
　押圧部材の構造、大きさ等は特に制限されず、製造設備の仕様、目的等に応じて適宜選
択することができる。押圧部材の厚さは、製造設備に組み込まれる仕様に合わせて適宜選
択することができる。押圧部材の形状は、ロール、板状、又はシート状が好ましい。
　また、押圧部材の形成は、特定に限定されないが、凸状に形成されたパターン部と、パ
ターン部より陥没した位置にある非パターン部とを有する凸版であるのがより好ましい。
ここで、「パターン部」とは、本発明の転写材料により形成される絶縁層又は隔壁の形状
に対応するようにパターニングされた部分を言い、「非パターン部」とは、パターン部以
外の部分を言う。
【００４７】
　仮支持体は、化学的及び熱的に安定であって、可撓性を有する材料により構成される。
具体的には、フッ素樹脂［例えば４フッ化エチレン樹脂（ＰＴＦＥ）、３フッ化塩化エチ
レン樹脂（ＰＣＴＦＥ）］、ポリエステル（例えばポリエチレンテレフタレート（ＰＥＴ
）、ポリエチレンナフタレート（ＰＥＮ））、ポリアリレート、ポリカーボネート、ポリ
オレフィン（例えばポリエチレン、ポリプロピレン）、ポリエーテルスルホン（ＰＥＳ）
等の薄いシート、又はこれらの積層体が好ましく、ポリエステル（ＰＥＴ等）、ポリエー
テルスルホン等がより好ましい。
　仮支持体を形成する樹脂は、水酸基、カルボキシル基、アミノ基、エポキシ基、アクリ
ル基、メタクリル基等の反応性基を有していてもよい。仮支持体の厚さは１μｍ～３００
μｍが適当であり、更に３μｍ～２００μｍが好ましく、特に５μｍ～１５０μｍである
ことが好ましい。
　仮支持体の構成は単層体でも積層体でもよい。
【００４８】
　転写支持体における絶縁層又は隔壁材料層を有する側の表面（以下、適宜「転写支持体
表面」と称する。）は、転写支持体と絶縁層又は隔壁材料層と剥離性の観点から、純水に
対する接触角が５０°以上であることが好ましい。該接触角としては、６０°以上である
ことがより好ましく、７０°以上であることが特に好ましい。
【００４９】
　転写支持体表面と純水との接触角とは、転写支持体表面と純水の接触点から水滴表面に
引いた接線とのなす角のことである。
　測定法としては、滴下直後の静置された水滴を測定する一般の接触角測定機を用いた測
定法であれば特に限定されない。具体的には、協和界面科学（株）製の型番ＣＡ－Ｘで測
定することができる。測定は、温度２１～２４℃、相対湿度４５～５５％程度の一定条件
で行うのが好ましい。
【００５０】
　転写支持体に塗布法で絶縁層又は隔壁材料層を設ける場合であれば、液がムラ防止の観
点から、前記接触角が９０°以下であることが好ましい。絶縁層又は隔壁材料層を真空製
膜法や転写剥離法などの乾式法で設ける場合には、このような問題がなく、前記接触角に
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ついては特に上限はない。
【００５１】
　図７に、転写支持体表面に形成した液滴の側面図を示す。接触角θを求めるには、転写
　転写支持体表面１０１に滴下した液滴１０２の頂点１０３から版と純水との接触点１０
５に直線１０６を引き、この直線１０６と転写支持体表面１０１とのなす角αを測定する
。版と液滴１０２の接線１０４とのなす角である接触角θは、αの２倍となっている。
【００５２】
　転写支持体表面における前記接触角を５０°以上とするためには、転写支持体表面に表
面処理層（撥水化処理）を行うことが好ましい。
　表面処理は、少なくとも転写支持体表面に行えばよい。表面処理（撥水化処理）の方法
としては、フッ素化処理、コロナ放電処理、プラズマ処理、オゾン処理、火炎処理、グロ
ー放電処理を挙げることができる。フッ素化処理としては、フロロカーボンガス（ＣＦ４

ガス等）を用いたプラズマ処理や、フッ素アルキルカップリング剤（例えばパーフルオロ
アルキル官能性シラン、好ましくはパーフロロアルキルトリメトシキシラン等）の蒸気に
曝す方法等が挙げられる。
　撥水化処理に先立って、転写支持体表面にアンダーコート層を設けてもよい。アンダー
コート層を設けることにより、表面撥水効果を向上させることができる。
【００５３】
　転写支持体表面は、該転写支持体上に形成される絶縁層及び隔壁材料層の平坦性及び均
質性を保持する観点から、ＪＩＳ　Ｂ　０６０１－１９８２で規定される最大表面粗さＲ

ｍａｘが、前記有機低分子化合物層の厚さを１００とした場合に、０～５０の範囲である
ことが好ましく、０～２５であることがより好ましく、１～１０であることが特に好まし
い。
【００５４】
　転写支持体表面の最大表面粗さＲmaxを上記の範囲内にするには、支持体単独表面が荒
れている場合、表面に平滑化層を施したり、研磨や、加熱処理等で平滑とすることができ
る。
【００５５】
　最大表面粗さＲmaxを測定する方法としては、原子間力顕微鏡法、共焦点顕微鏡法、触
針法、光学顕微干渉法、多重干渉法、光切断法等が挙げられるが、原子間力顕微鏡法及び
共焦点顕微鏡法によるのが好ましい。
【００５６】
－剥離層－
　転写支持体は、転写支持体表面に剥離層を有してもよい。
　剥離層は、離型効果を有する成分（離型剤）を含んでいるのが好ましい。離型効果とは
、転写材料を被転写面に重ねて加熱及び／又は加圧し、転写支持体を引き剥がす際に、絶
縁層又は隔壁材料層が転写支持体側に融着せず、効率よく被転写面に転写される効果であ
る。
　剥離層の厚さとしては、充分な離型効果を発揮させる観点から、０．５ｎｍ～５０μｍ
であることが好ましい。
【００５７】
　剥離層を形成する材料としては、ポリエチレン、ポリプロピレン等のポリオレフィン樹
脂、ポリ塩化ビニル、ポリ塩化ビニリデン、ポリ酢酸ビニル、塩化ビニル・酢酸ビニル共
重合体、ポリアクリル酸エステル、ポリスチレン等のビニル樹脂、ポリエチレンテレフタ
レート、ポリブチレンテレフタレート等のポリエステル系樹脂、ポリアミド系樹脂、エチ
レン、プロピレン等のオレフィンと他のビニルモノマーとの共重合体、アイオノマー、エ
チルセルロース、酢酸セルロース等のセルロース系樹脂、ポリカーボネート樹脂、フェノ
キシ樹脂等が挙げられる。中でもビニル系樹脂及びポリエステル系樹脂が好ましい。これ
らの樹脂は単独で用いても２種以上を混合して用いてもよい。
【００５８】
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　剥離層は離型剤を含有してもよい。離型剤としては、ケイ素含有化合物、フッ素含有化
合物、ワックス、無機フィラー、有機フィラー、界面活性剤、金属石鹸等が挙げられる。
ケイ素含有化合物としては、シラン化合物、シリコーンオイル、シリコーンゴム及びシリ
コーン樹脂からなる群から選ばれた少なくとも１種が好ましい。フッ素含有化合物として
は、フッ素系界面活性剤、フッ素系オイル、フッ素ゴム及びフッ素樹脂からなる群から選
ばれた少なくとも１種が好ましい。これらの離型剤は単独で用いても２種以上を使用して
もよい。
【００５９】
　剥離層は、転写支持体表面及び／又は剥離層を形成する樹脂と反応する官能基を有して
いてもよい。例えば、転写支持体及び／又は剥離層を形成する樹脂として水酸基、カルボ
キシル基、アミノ基、エポキシ基、アクリル基、メタクリル基等の反応性基を有する樹脂
を用い、これら反応性基に、末端にカルボキシル基、水酸基、アミノ基、エポキシ基、イ
ソシアネート基等の官能基を有するケイ素含有化合物、フッ素含有化合物等を反応させる
ことにより、転写支持体に剥離層を固定することができる。
　また、剥離層を形成する樹脂として、水酸基、カルボキシル基、アミノ基、エポキシ基
、アクリル基、メタクリル基等の反応性基を有する樹脂を用い、上記官能基を有するケイ
素含有化合物、フッ素含有化合物等を用いて剥離層内で反応させてもよい。剥離層内で架
橋させることにより、剥離層が硬化し離型効果を高めることができる。官能基を有する離
型剤は版の表面及び剥離層を形成する樹脂との両方に反応してもよい。
【００６０】
　転写支持体表面の反応性基（水酸基等の親水基）は、コロナ放電処理、プラズマ処理、
オゾン処理、火炎処理、グロー放電処理等の活性化処理によって形成してもよい。官能基
を有する離型剤と転写支持体表面及び／又は剥離層を形成する樹脂との反応は熱、光等に
より行うことができる。従って、転写支持体上に剥離層を形成した後、加熱乾燥する工程
により反応を進行させることができる。
【００６１】
　官能基を有する離型剤としては、エポキシ変性、ビニル変性、アルキル変性、アミノ変
性、カルボキシル変性、アルコール変性、フッ素変性、アルキルアラルキルポリエーテル
変性、エポキシ・ポリエーテル変性、ポリエーテル変性等の変性シリコーンオイル、変性
シリコーン樹脂、変性フッ素樹脂、変性フッ素ゴム等が挙げられる。
【００６２】
　剥離層に適用しうる離型剤として具体的には、特開２００５－７８９４２号公報の段落
番号［００４７］～［００７９］に記載されるものが挙げられる。
【００６３】
　離型剤の含有量は、剥離層の膜質及び転写率の観点から、剥離層を形成する樹脂に対し
て好ましくは０．０１～５０質量％、より好ましくは０．１～４０質量％である。
　また剥離層には、本発明の効果を妨げない範囲で他の成分を含有していてもよい。
【００６４】
　剥離層は湿式法により形成するのが好ましい。これには、剥離層用材料を有機溶剤に所
望の濃度に溶解し、得られた溶液を版に塗布する。塗布法としては、均一な膜厚分布が得
られれば特に制限はなく、スピンコート法、グラビアコート法、ディップコート法、キャ
スト法、ダイコート法、ロールコート法、バーコート法、エクストルージェンコート法、
インクジェット塗布法等が挙げられる。
【００６５】
［２］電子デバイスの絶縁層形成方法
　本発明の電子デバイスの絶縁層形成方法（以下、単に「絶縁層形成方法」と称する場合
がある。）は、転写支持体上に絶縁層と電荷輸送性の有機低分子化合物を含む層とをこの
順に有する電子デバイス用転写材料を用い、該転写材料における電荷輸送性有機化合物層
が、基板上の一部又は全面に電極が形成された被転写基板における電極を有する側の面と
対面するように、前記転写材料を前記被転写基板に重ねて加熱及び／又は加圧した後、前
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記転写支持体を引き剥がすことにより前記絶縁層を前記被転写基板の電極を有する側の面
に転写して、前記被転写基板上に絶縁層を形成することを特徴とする。
【００６６】
　本発明の絶縁層形成方法について、図面を適宜参照して説明する。
　図１は、本発明の絶縁層形成方法による絶縁層形成の一実施態様を示す工程フローであ
る。
【００６７】
　図１中、（Ｉ）は、転写支持体として凸部を有する押圧部材１０ａを有する転写材料Ａ
を用いた絶縁層形成の実施態様の一例を示す工程フローを示す（以下、工程フロー（Ｉ）
と称する。）。
【００６８】
　工程フロー（Ｉ）では、（Ｉ－１）～（Ｉ－３）に示すように、絶縁層１２を形成する
為の塗布液を押圧部材１０ａの凸部を有する側の面に塗布することにより、絶縁層１２を
形成し、更に、該絶縁層１２上に蒸着により有機低分子化合物層１４を形成することによ
り押圧部材１０ａを用いた転写材料Ａを作製する。さらに（Ｉ－４）～（Ｉ－５）に示す
ように、転写材料Ａにおける有機低分子化合物層１４が被転写基板１６の電極（不図示）
を有する側の面と対面するように、転写材料Ａを被転写基板１６に重ねて加熱及び／又は
加圧をする。その後、押圧部材１０ａを引き剥がすことにより、絶縁層１２が有機低分子
化合物層１４を介して被転写基板１６上に転写される。転写された絶縁層１２は、転写終
了後の被転写基板１６を用いて製造される電子デバイスにおいて絶縁層として機能する。
【００６９】
　図１中、（ＩＩ）は、転写支持体として平版状の仮支持体１０ｂを有する転写材料Ｂを
用いた絶縁層形成の実施態様の一例を示すフローである（以下、工程フロ－（ＩＩ）と称
する。）。
【００７０】
　工程フロー（ＩＩ）では、（ＩＩ－１）～（ＩＩ－３）に示すように、絶縁層１２を形
成するための塗布液を塗布後、現像して、パターニングすることにより（塗布、現像、パ
ターニングについては不図示）、仮支持体１０ｂ上に絶縁層１２を形成し、更に、該絶縁
層１２上に蒸着により有機低分子化合物層１４を形成することにより仮支持体１０ｂを用
いた転写材料Ｂを作製する。さらに（ＩＩ－４）～（ＩＩ－５）に示すように、転写材料
Ｂにおける有機低分子化合物層１４が被転写基板１６の電極（不図示）を有する側の面と
対面するように、転写材料Ｂを被転写基板１６に重ねて加熱及び／又は加圧をする。その
後、仮支持体１０ｂを引き剥がすことにより、絶縁層１２が有機低分子化合物層１４を介
して被転写基板１６上に転写される。転写された絶縁層１２は、転写終了後の被転写基板
１６を用いて製造される電子デバイスにおいて絶縁層として機能する。
【００７１】
　本発明に用いうる被転写基板は、基板上の一部又は全面に電極が形成されてなる。
　被転写基板は、基板及び電極から構成されていてもよいし、該電極上に更に有機低分子
化合物層を有していてもよい。電極上に更に有機低分子化合物層を有する場合、形成され
る絶縁層（電子デバイスにおける絶縁層）と被転写基板との密着性をより向上させること
ができる。
　有機低分子化合物層に用いうる材料としては、本発明の転写材料における有機低分子化
合物層の説明にて挙げた材料を適用できる。密着性の観点からは、転写材料における有機
低分子化合物層と、被転写基板における有機低分子化合物層とは同じ組成であることがよ
り好ましい。
【００７２】
　被転写基板における基板としては、発光素子等の電子デバイスに適用される基板であれ
ば特に制限なく用いることができる。基板に用いうる材料、形状等の詳細については、後
述する発光素子の説明において詳述する内容が同様に適用される。
【００７３】
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　被転写基板に設けられる電極は、陽極であっても陰極であってもよい。いずれの電極を
設けるかは、電子デバイスの構成によって適宜決定される。電極に用いうる材料、形状、
電極の形成方法等の詳細については、後述する発光素子の説明において詳述する内容を例
示することができる。
【００７４】
　図２は、本発明に用いうる被転写基板の構成の一例を示す概略部分断面図である。図２
（ａ）は、基板１上に電極２のみを形成した態様を示し、図２（ｂ）は基板１上に電極２
を形成し、更に有機低分子化合物層３を形成した態様を示す。
【００７５】
　本発明の絶縁層形成方法における各種の形成条件について詳述する。
　絶縁層を被転写基板に転写する際の温度は特に限定的でなく、絶縁層の材質や加熱部材
によって変更することができるが、一般に４０～２５０℃が好ましく、更に５０～２００
℃が好ましく、特に６０～１８０℃が好ましい。
　ただし、転写する際の温度の好ましい範囲は、加熱部材、転写材料及び被転写基板の耐
熱性に関係しており、耐熱性が向上すればそれにともなって変化する。したがって、２種
以上の転写材料を使用する場合には、最初に転写する転写材料の転写温度が次に転写する
転写材料の転写温度以上であり、２種以上の絶縁層を有する転写材料を使用する場合には
、最初に転写する有機化合物層の転写温度が次に転写する有機化合物層の転写温度以上で
あることが好ましい。
【００７６】
　絶縁層を被転写基板に転写する際の圧力は特に限定的でなく、絶縁層の材質や加圧部材
によって変更することができるが、一般に０～１０ｔ／ｃｍ２が好ましく、更に０～５　
ｔ／ｃｍ２が好ましく、特に０～２ｔ／ｃｍ２が好ましい。ただし転写する際の圧力の好
ましい範囲は、加圧部材、転写材料及び被転写基板の耐圧性に関係しており、耐圧性が向
上すればそれにともなって変化する。
【００７７】
　絶縁層又はその高分子成分のガラス転移温度又は流動開始温度が４０℃以上で、かつ転
写温度＋４０℃以下であるのが好ましい。２種以上の転写材料を用いる場合には、転写す
る２種以上の絶縁層は少なくとも１種の共通成分を含有してもよい。
【００７８】
　転写前に、被転写基板及び／又は転写材料を予熱してもよい。被転写基板及び／又は転
写材料の予熱温度は３０℃以上で、かつ転写温度＋２０℃以下であるのが好ましい。また
版を引き剥がす時の温度は―５０℃以上で、かつ転写温度以下であるのが好ましい。版を
剥離した後で転写された絶縁層を再度加熱してもよい。
【００７９】
　絶縁層が被転写基板の被転写面に対面するように転写材料を基板に重ねて加熱する際に
、加圧も行ってもよい。
【００８０】
　絶縁層が被転写基板の被転写面に対面するように転写材料を基板に重ねる際に、転写材
料の基板に対する進入角度を高くすると、気泡などの巻込みが少なくなるので好ましい。
また版を基板上に転写された絶縁層から引き剥がす際に、転写支持体の絶縁層に対する剥
離角度を大きくするのが好ましい。
【００８１】
　被転写基板に転写した絶縁層に対して、あるいは先に転写した絶縁層に転写した新たな
絶縁層に対しては、必要に応じて再加熱及び／又は再加圧するのが好ましい。再加熱及び
／又は再加圧により絶縁層は基板又は先に転写した絶縁層にいっそう密着させる。再加熱
の際の温度は、転写温度±５０℃の範囲とするのが好ましい。再加圧の際の圧力は、元の
加圧の±１００％の範囲とするのが好ましい。
【００８２】
　転写を２回以上行う場合には、先に転写した層が次に転写する層に逆転写されないよう
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に、先の転写と次の転写の間で、被転写面に密着力を向上するような表面処理を施しても
よい。このような表面処理としては、例えばコロナ放電処理、火炎処理、グロー放電処理
、プラズマ処理等の活性化処理が挙げられる。表面処理を併用する場合、逆転写しなけれ
ば、先の転写材料の転写温度が次の転写材料の転写温度未満であってもよい。
【００８３】
　転写材料は、絶縁層の転写に繰り返し用いられるのが好ましい。繰り返し用いる場合、
その都度又は複数回使用した後で洗浄を施してもよい。洗浄は一般的な方法を用いること
ができ、特に制限されないが、版に設けられている所定パターンを傷めないため、溶剤を
用いる方法が好ましい。溶剤としては、特に制限はなく、転写支持体上に設ける層の種類
に応じて適宜選択することができ、例えば、クロロホルム、四塩化炭素、ジクロロメタン
、１，２－ジクロロエタン、クロロベンゼン等のハロゲン系溶剤、アセトン、メチルエチ
ルケトン、ジエチルケトン、ｎ－プロピルメチルケトン、シクロヘキサノン等のケトン系
溶剤、ベンゼン、トルエン、キシレン等の芳香族系溶剤、酢酸エチル、酢酸ｎ－プロピル
、酢酸ｎ－ブチル、プロピオン酸メチル、プロピオン酸エチル、γ－ブチロラクトン、炭
酸ジエチル等のエステル系溶剤、テトラヒドロフラン、ジオキサン等のエーテル系溶剤、
ジメチルホルムアミド、ジメチルアセトアミド等のアミド系溶剤、ジメチルスルホキシド
、水が挙げられる。溶剤は版に吹き付けたり散布してもよいし、転写支持体を溶剤に浸漬
してもよい。溶剤への溶解を促進するために、超音波処理や、加温処理を施してもよい
【００８４】
　本発明の絶縁層形成に適用しうる製造装置としては、転写支持体上に湿式法等により絶
縁層を形成した転写材料を送給する装置と、転写材料を加熱及び／又は加圧しながら被転
写基板の被転写面に押し当てることにより、絶縁層を被転写基板の被転写面に転写する転
写装置と、転写後に転写支持体を絶縁層から引き剥がす装置とを有するのが好ましい。
【００８５】
　転写装置に送給する前に転写材料及び／又は被転写基板を予熱する手段を有するのが好
ましい。また転写装置の後段に冷却装置を有してもよい。
【００８６】
　転写装置の前面には、転写材料の被転写基板に対する進入角度を高くする進入角度調整
部を設けてもよく、また転写装置又は冷却装置の後面には、転写支持体の絶縁層に対する
剥離角度を大きくする剥離角度調整部を設けてもよい。
【００８７】
　以上の製造方法及び装置についての詳細は、特開２００２－２６０８５４号や特願２０
０１－０８９６６３号等に記載の方法を参照することができる。
【００８８】
　図３及び図４は、本発明の絶縁層形成方法により、絶縁層が形成された後の被転写基板
の構成例を示す概略部分断面図である。
【００８９】
　図３（ａ）は、基板３０の表面に電極３２を有する被転写基板上に、本発明の絶縁層形
成方法により、絶縁層３６を形成した後の被転写基板の構成例を示す図である。また、図
３（ｂ）は、基板３０の表面に電極３２及び有機低分子化合物層３８を順次有する被転写
基板上に、本発明の絶縁層形成方法により、絶縁層３６を形成した後の被転写基板の構成
例を示す図である。
【００９０】
　図４（ａ）、基板４０の表面に電極４２を有する被転写基板上に、電極４２の周囲（エ
ッジ部）を絶縁するように、本発明の絶縁層形成方法により、絶縁層４６を形成した後の
被転写基板の構成例を示す図である。また、図３（ｂ）は、基板４０の表面に電極４２及
び有機低分子化合物層４８を順次有する被転写基板上に、電極４２の周囲（エッジ部）を
絶縁するように、本発明の絶縁層形成方法により、絶縁層４６を形成した後の被転写基板
の構成例を示す図である。
【００９１】
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［３］電子デバイスの隔壁形成方法
　本発明の電子デバイスの隔壁形成方法（以下、単位「隔壁形成方法」と称する場合があ
る。）は、転写支持体上に隔壁材料層と電荷輸送性の有機低分子化合物を含む層とをこの
順に有する電子デバイス用転写材料を用い、該転写材料における電荷輸送性有機化合物層
が、基板上の一部又は全面に電極が形成された被転写基板における電極を有する側の面と
対面するように、前記転写材料を前記被転写基板に重ねて加熱及び／又は加圧した後、前
記転写支持体を引き剥がすことにより前記隔壁材料層を前記被転写基板の電極を有する側
の面に転写して、前記被転写基板上に隔壁を形成することを特徴とする。
【００９２】
　本発明の隔壁形成方法は、隔壁を形成するための転写材料として、転写支持体上に隔壁
材料層と電荷輸送性の有機低分子化合物を含む層とをこの順に有する電子デバイス用転写
材料（本発明の転写材料）を用いる以外は、前記した本発明の絶縁層形成方法と同様にし
て行うことができる。
【００９３】
　本発明の絶縁層形成方法について、図面を適宜参照して説明する。
　図５に、本発明の絶縁層形成方法による絶縁層形成の工程フローの例を示す。
【００９４】
　図５中、（ＩＩＩ）は、転写支持体として凸部を有する押圧部材５０ａを有する転写材
料Ｃを用いた絶縁層形成の実施態様の一例を示す工程フローである（以下、工程フロー（
ＩＩＩ）と称する。）。
【００９５】
　工程フロー（ＩＩＩ）では、（ＩＩＩ－１）～（ＩＩＩ－３）に示すように、隔壁材料
層５２を形成する為の塗布液を押圧部材５０ａの凸部を有する側の面に塗布することによ
り、隔壁材料層５２を形成し、更に、該隔壁材料層５２上に蒸着により有機低分子化合物
層５４を形成することにより押圧部材５０ａを用いた転写材料Ｃを作製する。さらに（Ｉ
ＩＩ－４）～（ＩＩＩ－５）に示すように、転写材料Ｃにおける有機低分子化合物層５４
が被転写基板５６の電極（不図示）を有する側の面と対面するように、転写材料Ｃを被転
写基板５６に重ねて加熱及び／又は加圧をする。その後、押圧部材５０ａを引き剥がすこ
とにより、隔壁材料層５２が有機低分子化合物層１４を介して被転写基板５６上に転写さ
れる。転写された隔壁材料層５２は、転写終了後の被転写基板５６を用いて製造される電
子デバイスにおいて隔壁として機能する。
【００９６】
　図５中、（ＩＶ）は、転写支持体として平版状の仮支持体５０ｂを有する転写材料Ｄを
用いた隔壁形成の実施態様の一例を示すフローである（以下、工程フロ－（ＩＶ）と称す
る。）。
【００９７】
　工程フロー（ＩＶ）では、（ＩＶ－１）～（ＩＶ－３）に示すように、隔壁材料５２を
形成する為の塗布液を塗布後、現像して、パターニングすることにより（塗布、現像、パ
ターニングについては不図示）、仮支持体５０ｂ上に隔壁材料５２を形成し、更に、該隔
壁材料５２上に蒸着により有機低分子化合物層５４を形成することにより仮支持体５０ｂ
を用いた転写材料Ｄを作製する。さらに（ＩＶ－４）～（ＩＶ－５）に示すように、転写
材料Ｄにおける有機低分子化合物層５４が被転写基板５６の電極（不図示）を有する側の
面と対面するように、転写材料Ｄを被転写基板５６に重ねて加熱及び／又は加圧をする。
その後、仮支持体５０ｂを引き剥がすことにより、隔壁材料５２が有機低分子化合物層５
４を介して被転写基板５６上に転写される。転写された隔壁材料５２は、転写終了後の被
転写基板５６を用いて製造される電子デバイスにおいて隔壁として機能する。
【００９８】
　本発明の隔壁形成方法に適用される被転写基板としては、既述の本発明の絶縁層形成方
法の説明において詳述した内容が同様に適用される。
　本発明の隔壁形成方法に適用される各種の形成条件については、既述の本発明の絶縁層
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形成方法の説明において詳述した条件を同様に適用することができる。
【００９９】
　本発明の隔壁形成方法の好適な態様の一つは、本発明における被転写基板上に発光層を
含む有機化合物層を形成後、本発明の転写材料を用いて隔壁を形成する態様である。
　有機電解発光素子などの電子デバイスにおける隔壁は厚みの大きな構造物である。この
ため、当該隔壁を発光層を含む有機化合物層の形成前に設けると、例えば、蒸着法にて有
機化合物層を設ける場合においては、隔壁の厚みに起因してマスクが浮してしまう等の事
態を招来し、また、転写法により有機化合物層を形成する場合においても、隔壁の厚みが
転写の障害となり、精細な有機化合物層の形成に支障を来す場合がある。特に、隔壁の形
成にエッチング等の工程を必要とするフォトリソグラフィー技術を適用する場合には、現
像等の工程を経なければならないことから、有機化合物層形成後の隔壁形成は困難である
。また、フォトリソグラフィー技術を適用して形成された隔壁は被転写面との密着性にも
劣る。
【０１００】
　本発明の隔壁形成方法は、転写材料を用いた剥離転写方法を適用したものであり、有機
化合物層の形成前後を問わず隔壁形成が可能である。しががって、上記のような問題を生
じることがなく、精細な有機化合物層の形成が可能であるとともに、被転写面との密着性
も高い隔壁を形成することができる。
【０１０１】
　図６は、本発明の隔壁形成方法により、隔壁が形成された後の被転写基板の構成例を示
す概略部分断面図である。
　図６（ａ）は、基板６０の表面に電極６２を有する被転写基板上に、本発明の絶縁層形
成方法により、隔壁６６を形成した後の被転写基板の構成例を示す図である。また、図６
（ｂ）は、基板６０の表面に電極６２及び有機低分子化合物層６８を順次有する被転写基
板上に、本発明の絶縁層形成方法により、隔壁６６を形成した後の被転写基板の構成例を
示す図である。
【０１０２】
［４］発光素子
　本発明の発光素子は、本発明の絶縁層形成方法を用いて形成された絶縁層、及び／又は
、本発明の隔壁形成方法を用いて形成された隔壁を有することを特徴とする。本発明の発
光素子のシステム、駆動方法、利用形態等は特に限定されないが、代表的な発光素子とし
て、有機電界発光素子を挙げることができる。以下、有機電界発光素子の構成を例に本発
明の発光素子の説明を行う。
【０１０３】
（１）構成
　本発明の発光素子は、少なくとも透明の基板、透明の電極層、少なくとも一層の有機化
合物層、透明又は不透明の電極層、透明又は不透明の基板の順で構成されており、有機化
合物層のうち少なくとも一層が発光性層であることが好ましい。本発明の発光素子は、か
かる構成中に、本発明の絶縁層形成方法を用いて形成された絶縁層、及び／又は、本発明
の隔壁形成方法を用いて形成された隔壁を有する。
　本発明の発光素子は、本発明の絶縁層形成方法又は／及び隔壁形成方法により形成され
た隔壁を有することにより、優れた発光性能（例えば、短絡等による画素発光欠陥低減）
を発揮する。
【０１０４】
　さらに、発光素子の全体構成は、基板上に、透明導電層／発光層／背面電極、透明導電
層／発光層／電子輸送性層／背面電極、透明導電層／正孔輸送性層／発光層／電子輸送性
層／背面電極、透明導電層／正孔輸送性層／発光層／背面電極、透明導電層／発光層／電
子輸送性有機化合物層／電子注入層／背面電極、透明導電層／正孔注入層／正孔輸送性層
／発光層／電子輸送性層／電子注入層／背面電極等をこの順に積層した構成、その上に更
に基板を設けて基板間に有機化合物層を挟みこむ構造にしたり、これらを逆に積層した構
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成等であってよい。発光層は蛍光発光性化合物及び／又は燐光発光性化合物を含有し、通
常透明導電層から発光が取り出される。各層に用いる化合物の具体例については、例えば
「月刊ディスプレイ」1998年10月号別冊の「有機ELディスプレイ」（テクノタイムズ社）
等に記載されている。
　以下、発光素子における、基板、電極、有機化合物層、その他の層について、順次説明
する。
【０１０５】
（２）基板
　基板としては、ジルコニア安定化イットリウム（YSZ）、ガラス等の無機材料、ポリエ
チレンテレフタレート、ポリブチレンテレフタレート、ポリエチレンナフタレート等のポ
リエステルやポリスチレン、ポリカーボネート、ポリエーテルスルホン、ポリアリレート
、アリルジグリコールカーボネート、ポリイミド、ポリシクロオレフィン、ノルボルネン
樹脂、ポリクロロトリフルオロエチレン、テフロン（登録商標）、ポリテトラフルオロエ
チレン、ポリエチレン共重合体等の高分子材料等からなるものであってよい。基板は単一
材料で形成しても、２種以上の材料で形成してもよい。中でも、フレキシブルな有機電界
発光素子を形成するためには高分子材料が好ましく、耐熱性、寸法安定性、耐溶剤性、電
気絶縁性及び加工性に優れ、且つ低通気性及び低吸湿性であるポリエステル、ポリカーボ
ネート、ポリエーテルスルホンや、ポリクロロトリフルオロエチレン、テフロン（登録商
標）、ポリテトラフルオロエチレン－ポリエチレン共重合体等のフッ素原子を含む高分子
材料がより好ましい。
【０１０６】
　基板の形状、構造、大きさ等は発光素子の用途及び目的に応じて適宜選択することがで
きる。形状は板状又は連続ウエブとするのが一般的である。構造は単層構造であっても積
層構造であってもよい。基板は単一の部材で形成しても、２以上の部材で形成してもよい
。また基板は無色透明であっても有色透明であってもよいが、発光層から発せられる光を
散乱又は減衰させることがない点で無色透明であるのが好ましい。
【０１０７】
　基板における電極側の面、電極と反対側の面又はその両方に、透湿防止層（ガスバリア
層）を設けてもよい。透湿防止層を構成する材料としては窒化ケイ素、酸化ケイ素等の無
機物を用いるのが好ましい。透湿防止層は高周波スパッタリング法等により成膜できる。
また基板支持体には必要に応じてハードコート層やアンダーコート層を設けてもよい。
【０１０８】
（３）電極
　陽極としては、通常、有機化合物層に正孔を供給する陽極としての機能を有していれば
よく、その形状、構造、大きさ等については特に制限はなく、発光素子の用途、目的に応
じて一般的な電極の中から適宜選択することができる。
【０１０９】
　陽極の材料としては、例えば金属、合金、金属酸化物、有機導電性化合物、又はこれら
の混合物を好適に挙げられ、仕事関数が４．０　ｅＶ以上の材料が好ましい。具体例とし
ては、アンチモンやフッ素等をドープした酸化錫（ＡＴＯ、ＦＴＯ）、酸化錫、酸化亜鉛
、酸化インジウム、酸化インジウム錫（ＩＴＯ）、酸化亜鉛インジウム（ＩＺＯ）等の半
導性金属酸化物、金、銀、クロム、ニッケル等の金属、さらにこれらの金属と導電性金属
酸化物との混合物又は積層物、ヨウ化銅、硫化銅などの無機導電性物質、前記半導性金属
酸化物又は金属化合物の分散物、ポリアニリン、ポリチオフェン、ポリピロールなどの有
機導電性材料、及びこれらとＩＴＯとの積層物などが挙げられる。
【０１１０】
　陽極は、例えば、印刷方式、コーティング方式等の湿式方式、真空蒸着法、スパッタリ
ング法、イオンプレーティング法等の物理的方式、ＣＶＤ、プラズマＣＶＤ法等の化学的
方式、などの中から陽極を構成する材料との適性を考慮して適宜選択した方法に従って前
記基板上に形成することができる。
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　例えば、陽極の材料として、ＩＴＯを選択する場合には、該陽極の形成は、直流あるい
は高周波スパッタ法、真空蒸着法、イオンプレーティング法等に従って行うことができる
。また、陽極の材料として有機導電性化合物を選択する場合には湿式製膜法に従って行う
ことができる。
【０１１１】
　陽極層のパターニングは、フォトリソグラフィーなどによる化学的エッチングにより行
ってもよいし、レーザなどによる物理的エッチングにより行ってもよく、またマスクを重
ねて真空蒸着やスパッタ等をして行ってもよいし、リフトオフ法や印刷法により行っても
よい。
【０１１２】
　陽極層の厚みとしては、前記材料により適宜選択することができ、一概に規定すること
はできないが、通常１０ｎｍ～５０μｍであり、５０ｎｍ～２０μｍが好ましい。
【０１１３】
　陽極の抵抗値としては、１０６Ω／□以下が好ましく、１０５Ω／□以下がより好まし
い。１０５Ω／□以下の場合、バスライン電極を設置することにより性能の優れた大面積
発光素子を得ることができる。
【０１１４】
　陽極は、無色透明であっても、有色透明であっても、不透明であってもうよいが、陽極
を透明陽極とし、透明陽極側から発光を取り出す場合にその透過率としては６０％以上が
好ましく、７０％以上がより好ましい。この透過率は、分光高度計を用いた公知の方法に
従って測定できる。透明陽極としては「透明導電膜の新展開」（沢田豊監修、シーエムシ
ー刊、１９９９年）等に詳細に記載されている電極も本発明に適用できる。特に耐熱性の
低いプラスチック基板支持体を用いる場合は、透明導電層材料としてＩＴＯ又はＩＺＯを
使用し、１５０℃以下の低温で製膜するのが好ましい。
【０１１５】
　陰極としては、通常、有機化合物層に電子を注入する陰極としての機能を有していれば
よく、その形状、構造、大きさ等については特に制限はなく、発光素子の用途や目的に応
じて、一般的な電極の中から適宜選択することができる。
【０１１６】
　陰極の材料としては、例えば、金属単体や、合金、金属酸化物、電気伝導性化合物、こ
れらの混合物などが挙げられ、仕事関数が４．５ｅＶ以下のものが好ましい。陰極の材料
の具体例としては、アルカリ金属（例えばＬｉ、Ｎａ、Ｋ、Ｃｓ等）、アルカリ土類金属
（例えばＭｇ、Ｃａ等）、金、銀、鉛、アルミニウム、ナトリウム－カリウム合金、リチ
ウム－アルミニウム合金、マグネシウム－銀合金、インジウム、イッテルビウム等の希土
類金属が挙げられる。これらは、単独で使用してもよいが、安定性と電子注入性とを両立
させる観点からは、２種以上併用するのが好ましい。
【０１１７】
　これらの陰極の材料中でも、電子注入性の点で、アルカリ金属やアルカリ土類金属が好
ましく、保存安定性に優れる点で、アルミニウムを主体とする材料が好ましい。
【０１１８】
　アルミニウムを主体とする材料としては、アルミニウム単独、又はアルミニウムと０．
０１～１０質量％のアルカリ金属若しくはアルカリ土類金属との合金若しくは混合物（例
えば、リチウム－アルミニウム合金、マグネシウム－アルミニウム合金など）が挙げられ
る。
【０１１９】
　陰極側から光を取り出す場合、透明陰極とは、光に対して、実質上透明（観察する時の
光量が必要量に達している状態）で有ればよい。電子注入性と透明性を両立するためには
、薄膜金属層と透明導電層の２層構造をとることもできる。なお、薄膜金属層の材料につ
いては、特開平２－１５５９５号、特開平５－１２１１７２号の各公報に詳述されている
。薄膜金属層の厚みは１ｎｍ以上５０ｎｍ以下であることが好ましい。１ｎｍ以下である
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と、均一に薄膜層を製膜することが混難になる。また、５０ｎｍより厚いと、光の透過性
が悪くなる。
【０１２０】
　陰極が２層構造をとる場合の透明導電層に用いられる材料としては、導電性、半導性が
有り、透明である材料であるならば特に限定されることはない。前記陽極に記載した材料
が好適に用いることができ、中でも例えばアンチモンやフッ素等をドープした酸化錫（Ａ
ＴＯ、ＦＴＯ）、酸化錫、酸化亜鉛、酸化インジウム、酸化インジウム錫（ＩＴＯ）、酸
化亜鉛インジウム（ＩＺＯ）等を挙げることができる。
【０１２１】
　透明導電層の厚みは３０ｎｍ以上５００ｎｍ以下であることが好ましい。これよりも薄
いと導電性、半導性が劣り、これよりも厚いと生産性が悪くなる。
【０１２２】
　陰極の形成方法は特に制限されず、一般的な方法に従って行うことができるが、真空機
器内で行うのが好ましい。例えば真空蒸着法、スパッタリング法、イオンプレーティング
法等の物理的方式、ＣＶＤ、プラズマＣＶＤ法等の化学的方式が挙げられる。これらの方
法の中から材料との適性を考慮して形成方法を選択するのが好ましい。例えば前記陰極の
材料として、金属等を選択する場合には、その１種又は２種以上を同時又は順次にスパッ
タ法等に従って行うことができる。また有機導電性材料を用いる場合、湿式製膜法を用い
てもよい。
【０１２３】
　陰極のパターニングは、フォトリソグラフィーなどによる化学的エッチングにより行っ
てもよいし、レーザなどによる物理的エッチングにより行ってもよく、また、マスクを重
ねて真空蒸着やスパッタ等をして行ってもよいし、リフトオフ法や印刷法により行っても
よい。
【０１２４】
　陰極と後述する有機化合物層との間にアルカリ金属又はアルカリ土類金属のフッ化物等
による誘電体層を０．１～５ｎｍの厚みで挿入してもよい。誘電体層は、例えば、真空蒸
着法、スパッタリング法、イオンプレーティング法等により形成することができる。
【０１２５】
（４）有機化合物層
　有機化合物層は発光素子において、一対の電極間に挟持される層である。有機化合物層
としては、それぞれの特質から発光層、電子輸送性層、正孔輸送性層、電子注入層、正孔
光注入層等が挙げられる。また発色性を向上するための種々の層を挙げることができる。
各層に用いる化合物の具体例については、例えば「月刊ディスプレイ」１９９８年１０月
号別冊の「有機ＥＬディスプレイ」（テクノタイムズ社）等に記載されている。
【０１２６】
　有機化合物層及び／又は有機化合物層の成分のガラス転移温度は、４０℃以上かつ転写
温度＋４０℃以下が好ましく、５０℃以上かつ転写温度＋２０℃以下がより好ましく、６
０℃以上かつ転写温度以下が特に好ましい。また転写材料の有機化合物層及び／又は有機
化合物層の成分の流動開始温度は、４０℃以上かつ転写温度＋４０℃以下が好ましく、５
０℃以上かつ転写温度＋２０℃以下がより好ましく、６０℃以上かつ転写温度以下が特に
好ましい。ガラス転移温度は、示差走査熱量測定装置（ＤＳＣ）により測定することがで
きる。また、流動開始温度は、例えば島津製作所（株）製のフローテスターＣＦＴ－５０
０を用い、オリフィス径１ｍｍのオリフィス内より荷重２０Ｋｇ／ｃｍ２を印加しながら
一定昇温速度で加熱し、流出させて測定することができる。
【０１２７】
　有機化合物層の形成は、剥離転写方法、蒸着法やスパッタ法等の乾式製膜法、ディッピ
ング、スピンコート法、ディップコート法、キャスト法、ダイコート法、ロールコート法
、バーコート法、グラビアコート法等の湿式製膜法、印刷法等により形成することができ
る。
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【０１２８】
（４－ａ）発光層
　発光性層は少なくとも一種の発光性化合物を含有する。発光性化合物は、特に限定的で
はなく、蛍光発光性化合物であっても燐光発光性化合物であってもよい。また蛍光発光性
化合物及び燐光発光性化合物を同時に用いてもよい。本発明においては、発光輝度及び発
光効率の点から燐光発光性化合物を用いるのが好ましい。
【０１２９】
　蛍光発光性化合物としては、ベンゾオキサゾール誘導体、ベンゾイミダゾール誘導体、
ベンゾチアゾール誘導体、スチリルベンゼン誘導体、ポリフェニル誘導体、ジフェニルブ
タジエン誘導体、テトラフェニルブタジエン誘導体、ナフタルイミド誘導体、クマリン誘
導体、ペリレン誘導体、ペリノン誘導体、オキサジアゾール誘導体、アルダジン誘導体、
ピラリジン誘導体、シクロペンタジエン誘導体、ビススチリルアントラセン誘導体、キナ
クリドン誘導体、ピロロピリジン誘導体、チアジアゾロピリジン誘導体、スチリルアミン
誘導体、芳香族ジメチリデン化合物、金属錯体（８－キノリノール誘導体の金属錯体、希
土類錯体等）、高分子発光性化合物（ポリチオフェン誘導体、ポリフェニレン誘導体、ポ
リフェニレンビニレン誘導体、ポリフルオレン誘導体等）等が使用できる。これらは単独
で用いても２種以上を混合して用いてもよい。
【０１３０】
　燐光発光性化合物は、好ましくは三重項励起子から発光することができる化合物であり
、オルトメタル化錯体及びポルフィリン錯体が好ましい。ポルフィリン錯体の中ではポル
フィリン白金錯体が好ましい。燐光発光性化合物は単独で使用しても２種以上を併用して
もよい。
【０１３１】
　本発明でいうオルトメタル化錯体とは、山本明夫著「有機金属化学　基礎と応用」，１
５０頁及び２３２頁，裳華房社（１９８２年）、Ｈ．　Ｙｅｒｓｉｎ著「Ｐｈｏｔｏｃｈ
ｅｍｉｓｔｒｙ　ａｎｄ　Ｐｈｏｔｏｐｈｙｓｉｃｓ　ｏｆ　Ｃｏｏｒｄｉｎａｔｉｏｎ
　Ｃｏｍｐｏｕｎｄｓ」，７１～７７頁及び１３５～１４６頁，Ｓｐｒｉｎｇｅｒ－Ｖｅ
ｒｌａｇ社（１９８７年）等に記載されている化合物群の総称である。オルトメタル化錯
体を形成する配位子は特に限定されないが、２－フェニルピリジン誘導体、７，８－ベン
ゾキノリン誘導体、２－（２－チエニル）ピリジン誘導体、２－（１－ナフチル）ピリジ
ン誘導体又は２－フェニルキノリン誘導体であるのが好ましい。これら誘導体は置換基を
有してもよい。またこれらのオルトメタル化錯体形成に必須の配位子以外に他の配位子を
有していてもよい。オルトメタル化錯体を形成する中心金属としては、遷移金属であれば
いずれも使用可能であり、本発明ではロジウム、白金、金、イリジウム、ルテニウム、パ
ラジウム等を好ましく用いることができる。このようなオルトメタル化錯体を含む有機化
合物層は、発光輝度及び発光効率に優れている。オルトメタル化錯体については、特願２
０００－２５４１７１号に具体例が記載されている。
【０１３２】
　本発明で用いうるオルトメタル化錯体は、Ｉｎｏｒｇ．　Ｃｈｅｍ．，　３０，　１６
８５，　１９９１、Ｉｎｏｒｇ．　Ｃｈｅｍ．，　２７，　３４６４，　１９８８、Ｉｎ
ｏｒｇ．　Ｃｈｅｍ．，　３３，　５４５，　１９９４、Ｉｎｏｒｇ．　Ｃｈｉｍ．　Ａ
ｃｔａ，　１８１，　２４５，　１９９１、Ｊ．　Ｏｒｇａｎｏｍｅｔ．　Ｃｈｅｍ．，
　３３５，　２９３，　１９８７、Ｊ．　Ａｍ．　Ｃｈｅｍ．　Ｓｏｃ．，　１０７，　
１４３１，　１９８５等に記載の公知の方法により合成することができる。
【０１３３】
　発光層中の発光性化合物の含有量は特に制限されないが、例えば０．１～７０質量％で
あるのが好ましく、１～２０質量％であるのがより好ましい。発光性化合物の含有量が０
．１質量％未満であるか又は７０質量％を超えると、その効果が十分に発揮されないこと
がある。
【０１３４】
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　発光層は必要に応じてホスト化合物、正孔輸送材料、電子輸送材料、電気的に不活性な
ポリマーバインダー等を含有してもよい。なおこれらの材料の機能は１つの化合物により
同時に達成できることがある。例えば、カルバゾール誘導体はホスト化合物として機能す
るのみならず、正孔輸送材料としても機能する。
【０１３５】
　ホスト化合物とは、その励起状態から発光性化合物へエネルギー移動が起こり、その結
果その発光性化合物を発光させる化合物である。その具体例としては、カルバゾール誘導
体、トリアゾール誘導体、オキサゾール誘導体、オキサジアゾール誘導体、イミダゾール
誘導体、ポリアリールアルカン誘導体、ピラゾリン誘導体、ピラゾロン誘導体、フェニレ
ンジアミン誘導体、アリールアミン誘導体、アミノ置換カルコン誘導体、スチリルアント
ラセン誘導体、フルオレノン誘導体、ヒドラゾン誘導体、スチルベン誘導体、シラザン誘
導体、芳香族第三級アミン化合物、スチリルアミン化合物、芳香族ジメチリデン化合物、
ポルフィリン化合物、アントラキノジメタン誘導体、アントロン誘導体、ジフェニルキノ
ン誘導体、チオピランジオキシド誘導体、カルボジイミド誘導体、フルオレニリデンメタ
ン誘導体、ジスチリルピラジン誘導体、ナフタレンペリレン等の複素環テトラカルボン酸
無水物、フタロシアニン誘導体、８－キノリノール誘導体の金属錯体、メタルフタロシア
ニン、ベンゾオキサゾールやベンゾチアゾール等を配位子とする金属錯体、ポリシラン化
合物、ポリ（Ｎ－ビニルカルバゾール）誘導体、アニリン共重合体、チオフェンオリゴマ
ー、ポリチオフェン等の導電性高分子、ポリチオフェン誘導体、ポリフェニレン誘導体、
ポリフェニレンビニレン誘導体、ポリフルオレン誘導体等が挙げられる。ホスト化合物は
単独で使用しても２種以上を併用してもよい。ホスト化合物の発光層における含有率とし
ては０～９９．９質量％が好ましく、さらに好ましくは、０～９９．０質量％である。
【０１３６】
　正孔輸送材料は、陽極からホールを注入する機能、ホールを輸送する機能、及び陰極か
ら注入された電子を障壁する機能のいずれかを有しているものであれば特に限定されず、
低分子材料であっても高分子材料であってもよい。その具体例としては、カルバゾール誘
導体、トリアゾール誘導体、オキサゾール誘導体、オキサジアゾール誘導体、イミダゾー
ル誘導体、ポリアリールアルカン誘導体、ピラゾリン誘導体、ピラゾロン誘導体、フェニ
レンジアミン誘導体、アリールアミン誘導体、アミノ置換カルコン誘導体、スチリルアン
トラセン誘導体、フルオレノン誘導体、ヒドラゾン誘導体、スチルベン誘導体、シラザン
誘導体、芳香族第三級アミン化合物、スチリルアミン化合物、芳香族ジメチリデン化合物
、ポルフィリン化合物、ポリシラン化合物、ポリ（Ｎ－ビニルカルバゾール）誘導体、ア
ニリン共重合体、チオフェンオリゴマー、ポリチオフェン等の導電性高分子、ポリチオフ
ェン誘導体、ポリフェニレン誘導体、ポリフェニレンビニレン誘導体、ポリフルオレン誘
導体等が挙げられる。これらは単独で使用しても２種以上を混合して使用してもよい。正
孔輸送材料の発光層における含有率としては０～９９．９質量％が好ましく、さらに好ま
しくは、０～８０．０質量％である。
【０１３７】
　電子輸送材料は、陰極から電子を注入する機能、電子を輸送する機能、及び陽極から注
入されたホールを障壁する機能のいずれかを有しているものであれば特に限定されない。
その具体例としては、例えばトリアゾール誘導体、オキサゾール誘導体、オキサジアゾー
ル誘導体、フルオレノン誘導体、アントラキノジメタン誘導体、アントロン誘導体、ジフ
ェニルキノン誘導体、チオピランジオキシド誘導体、カルボジイミド誘導体、フルオレニ
リデンメタン誘導体、ジスチリルピラジン誘導体、ナフタレンペリレン等の複素環テトラ
カルボン酸無水物、フタロシアニン誘導体、８－キノリノール誘導体等の金属錯体、メタ
ロフタロシアニン、ベンゾオキサゾールやベンゾチアゾール等を配位子とする金属錯体、
アニリン共重合体、チオフェンオリゴマー、ポリチオフェン等の導電性高分子、ポリチオ
フェン誘導体、ポリフェニレン誘導体、ポリフェニレンビニレン誘導体、ポリフルオレン
誘導体等が挙げられる。これらは単独で使用しても２種以上を混合して使用してもよい。
電子輸送材料の発光層における含有率としては０～９９．９質量％が好ましく、０～８０
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．０質量％であるのがより好ましい。
【０１３８】
　ポリマーバインダーとしては、ポリ塩化ビニル、ポリカーボネート、ポリスチレン、ポ
リメチルメタクリレート、ポリブチルメタクリレート、ポリエステル、ポリスルホン、ポ
リフェニレンオキシド、ポリブタジエン、炭化水素樹脂、ケトン樹脂、フェノキシ樹脂、
ポリアミド、エチルセルロース、酢酸ビニル、ＡＢＳ樹脂、ポリウレタン、メラミン樹脂
、不飽和ポリエステル、アルキド樹脂、エポキシ樹脂、シリコン樹脂、ポリビニルブチラ
ール、ポリビニルアセタール等が使用可能である。これらは単独で使用してもよいし、２
種以上を使用してもよい。ポリマーバインダーを含有する発光層は、湿式製膜法により容
易に大面積に塗布形成することができる。
【０１３９】
　発光層の厚さは１０～２００ｎｍとするのが好ましく、２０～８０ｎｍとするのがより
好ましい。
【０１４０】
（４－ｂ）正孔輸送性層
　発光素子は、必要に応じて前記正孔輸送材料からなる正孔輸送性層を有してよい。正孔
輸送性層は上記ポリマーバインダーを含有してもよい。正孔輸送性層の厚さは１０～２０
０ｎｍとするのが好ましく、２０～８０ｎｍとするのがより好ましい。
【０１４１】
（４－ｃ）　電子輸送性層
　発光素子は、必要に応じて前記電子輸送材料からなる電子輸送性層を有してもよい。電
子輸送性層は上記ポリマーバインダーを含有してもよい。電子輸送性層の厚さは１０～２
００ｎｍとするのが好ましく、２０～８０ｎｍとするのがより好ましい。
【０１４２】
（５）その他の層
　発光素子を構成する層として、発光性能の劣化を防止するために保護層や封止層を設け
るのが好ましい。
【０１４３】
（５－ａ）保護層
　発光素子は、特開平７－８５９７４号、特開平７－１９２８６６号、特開平８－２２８
９１号、特開平１０－２７５６８２号、特開平１０－１０６７４６号に記載の保護層を有
していてもよい。保護層は発光素子の最上面に形成する。ここで最上面とは、例えば基板
支持体、透明導電層、有機化合物層及び背面電極をこの順に積層する場合には背面電極の
外側表面を表し、基板支持体、背面電極、有機化合物層及び透明導電層をこの順に積層す
る場合には、透明導電層の外側表面を表す。保護層の形状、大きさ、厚さ等は特に限定的
でない。保護層の材料としては、水分や酸素等の発光素子を劣化させ得るものが素子内に
侵入又は透過するのを抑制する機能を有しているものであれば特に限定されず、例えば一
酸化ケイ素、二酸化ケイ素、一酸化ゲルマニウム、二酸化ゲルマニウム等が好ましい。
【０１４４】
　保護層の形成方法は特に限定はなく、例え、ば真空蒸着法、スパッタリング法、反応性
スパッタリング法、分子線エピタキシ法、クラスターイオンビーム法、イオンプレーティ
ング法、プラズマ重合法、プラズマCVD法、レーザCVD法、熱CVD法、コーティング法等が
適用できる。
【０１４５】
（５－ｂ）封止層
　発光素子には、水分や酸素の侵入を防止するための封止層を設けるのが好ましい。封止
層を形成する材料としては、テトラフルオロエチレンと少なくとも１種のコモノマーとの
共重合体、共重合主鎖に環状構造を有する含フッ素共重合体、ポリエチレン、ポリプロピ
レン、ポリメチルメタクリレート、ポリイミド、ポリユリア、ポリテトラフルオロエチレ
ン、ポリクロロトリフルオロエチレン、ポリジクロロジフルオロエチレン、クロロトリフ
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ルオロエチレン又はジクロロジフルオロエチレンと他のコモノマーとの共重合体、吸水率
１％以上の吸水性物質、吸水率０．１％以下の防湿性物質、金属（Ｉｎ、Ｓｎ、Ｐｂ、Ａ
ｕ、Ｃｕ、Ａｇ、Ａｌ、Ｔｉ、Ｎｉ等）、金属酸化物（ＭｇＯ、ＳｉＯ、ＳｉＯ２、Ａｌ

２Ｏ３、ＧｅＯ、ＮｉＯ、ＣａＯ、ＢａＯ、Ｆｅ２Ｏ３、Ｙ２Ｏ３、ＴｉＯ２等）、金属
フッ化物（ＭｇＦ２、ＬｉＦ、ＡｌＦ３、ＣａＦ２等）、液状フッ素化炭素（パーフルオ
ロアルカン、パーフルオロアミン、パーフルオロエーテル等）、液状フッ素化炭素に水分
や酸素の吸着剤を分散させたもの等が使用可能である。
【０１４６】
　外部からの水分や酸素を遮断する目的で、有機化合物層を封止板、封止容器等の封止部
材により封止するのが好ましい。封止部材を背面電極側のみに設置しても、発光積層体全
体を封止部材で覆ってもよい。有機化合物層を封止でき外部の空気を遮断することができ
れば、封止部材の形状、大きさ、厚さ等は特に限定されない。封止部材に用いる材料とし
ては、ガラス、ステンレススチール、金属（アルミニウム等）、プラスチック（ポリクロ
ロトリフルオロエチレン、ポリエステル、ポリカーボネート等）、セラミック等を用いる
ことができる。
【０１４７】
　封止部材を発光積層体に設置する際には、適宜封止剤（接着剤）を用いてもよい。発光
積層体全体を封止部材で覆う場合は、封止剤を用いずに封止部材同士を熱融着してもよい
。封止剤としては紫外線硬化樹脂、熱硬化樹脂、二液型硬化樹脂等が使用可能である。
【０１４８】
　さらに封止容器と発光素子の間の空間に水分吸収剤又は不活性液体を挿入してもよい。
水分吸収剤の具体例としては酸化バリウム、酸化ナトリウム、酸化カリウム、酸化カルシ
ウム、硫酸ナトリウム、硫酸カルシウム、硫酸マグネシウム、五酸化リン、塩化カルシウ
ム、塩化マグネシウム、塩化銅、フッ化セシウム、フッ化ニオブ、臭化カルシウム、臭化
バナジウム、モレキュラーシーブ、ゼオライト、酸化マグネシウム等が挙げられる。不活
性液体としてはパラフィン類、流動パラフィン類、フッ素系溶剤（パーフルオロアルカン
、パーフルオロアミン、パーフルオロエーテル等）、塩素系溶剤、シリコーンオイル類等
を用いることができる。
【０１４９】
　発光素子は、前記陽極と前記陰極との間に直流（必要に応じて交流成分を含んでもよい
）電圧（通常２ボルト～40ボルト）、又は直流電流を印加することにより、発光させるこ
とができる。
【０１５０】
　本発明の発光素子の駆動については、特開平２－１４８６８９号、特開平６－３０１３
５５号、特開平５－２９０８０号、特開平７－１３４５５８号、特開平８－２３４６８５
号、特開平８－２４１０４７号、米国特許５８２８４２９号、米国特許６０２３３０８号
、日本特許第２７８４６１５号に記載の方法を利用することができる。
【実施例】
【０１５１】
　以下、本発明を実施例を用いて具体的に説明する。なお、以下においては、電子デバイ
スとして有機電界発光素子を例に説明するが、本発明が適用される電子デバイスはこれに
限定されるものではない。
【０１５２】
［実施例１］
１．転写材料の作製
１－１．転写支持体の作製
　片面に１００μｍ巾１５０μｍピッチの凸部（Ｒmax＝０．５ｎｍ）を設けてなる厚み
０．７ｍｍの石英ガラスからなる押圧部材（以下、転写支持体Ａとする。）を準備し、該
押圧部材Ａの片面を、フッ素系表面防汚コーティング剤を含む溶液（オプツールＤＳＸ、
デムナムソルベント０．１ｗｔ％希釈液、ダイキン工業製）に１分間浸漬した後、該溶液



(24) JP 2008-84701 A 2008.4.10

10

20

30

40

50

から取出して乾燥し、乾燥後の厚さが１０ｎｍの剥離層Ａを有する転写支持体Ａを得た。
【０１５３】
－接触角の測定－
　剥離層Ａを有する転写支持体Ａについて、剥離層Ａを有する面の純水に対する接触角を
、協和界面科学社製の接触角計、型番ＤＲＯＰＭＡＳＰＥＲ３００により測定したところ
、１１４°であった。測定は、温度２４℃、相対湿度５０％、滴下後１０秒の条件で行っ
た。
【０１５４】
－表面粗さの測定－
　転写支持体Ａにおける剥離層Ａを有する面の最大表面粗さ（Ｒmax）を、セイコーイン
スツルメンツ（株）製、ＳＰＩ３８００Ｎ　ＳＰＡ－４００を用いて、２００００ｎｍ×
２００００ｎｍの面積を０．０５ｎｍ毎（ピッチ）で格子状にサンプリングしてＪＩＳ　
Ｂ　０６０１－１９８２に基づき原子間力顕微鏡法で測定したところ０．５ｎｍであった
。
【０１５５】
１－２．転写材料Ａ１及び転写材料Ａ２の作製
－転写材料Ａ１－
　上記で得られた、剥離層Ａを有する転写支持体Ａ上に、ＴＦＲ－Ｈ（東京応化工業（株
）製のポジ型感光性樹脂）をスピンコータで乾燥膜厚で（１０００ｎｍ）となるように絶
縁層を形成し、露光を行った。次いで、アルバック機工（株）製の小型真空蒸着装置「Ｖ
ＰＣ－４１０Ａ」により、有機低分子化合物層としてＡｌｑ３（下記構造）を２０ｎｍ蒸
着した。
　なお、Ｒｍａｘ／有機層×１００＝２．５％であった。
　以上のようにして、絶縁層を有する転写材料Ａ１を得た。
【０１５６】
－転写材料Ａ２－
　上記で得られた、剥離層Ａを有する転写支持体Ａ上に、ＺＰＮ－１１００（日本ゼオン
（株）製のフォトレジスト）をスピンコータで乾燥膜厚（３０００ｎｍ）となるように隔
壁材料層を形成し、露光を行った。次いで、アルバック機工（株）製の小型真空蒸着装置
「ＶＰＣ－４１０Ａ」により、有機低分子化合物層としてＡｌｑ３（前記構造）を２０ｎ
ｍ蒸着した。
　以上のようにして、隔壁材料層を有する転写材料Ａ１を得た。
【０１５７】
【化１】

【０１５８】
２．有機電界発光素子（１）の作製
２－１．被転写基板（陽極、有機化合物層の形成）
　０．５ｍｍ×２．５ｃｍ×２．５ｃｍの白板ガラスを準備し、真空チャンバー内に導入
し、ＳｎＯ２含有率が１０質量％のＩＴＯターゲット（インジウム：錫＝９５：５（モル
比））を用いて、ＤＣマグネトロンスパッタリング（条件：基板の温度２５０℃、酸素圧
１×１０　－３　Ｐａ）により、厚さ１００ｎｍのＩＴＯ薄膜からなる透明電極（陽極）
を形成した。ＩＴＯ薄膜の表面抵抗は１０Ω／□であった。
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　その後、フォトリソ法でエッチング処理を行い透明電極層（ＩＴＯ膜）をパターン状に
形成した。透明電極（ＩＴＯ）を形成したガラス板を洗浄容器に入れ、イソプロピルアル
コール（ＩＰＡ）により洗浄した後、ＵＶ－オゾン処理を３０分行った。処理した透明電
極の表面に、正孔注入層として、銅フタロシアニンを真空蒸着法にて、１ｎｍ／秒の速度
で１０ｎｍの膜厚で設けた。
　その上に、正孔輸送材料であるＮ，Ｎ’－ジナフチル－Ｎ，Ｎ’－ジフェニルベンジジ
ジン（ＮＰＤ）を真空蒸着法にて１ｎｍ／秒の速度で５０ｎｍの膜厚で設け、正孔輸送性
層を形成した。その上に、燐光発光材料であるオルトメタル錯体としてトリス（２－フェ
ニルピリジル）イリジウム錯体、及び、ホスト材料として４，４’－Ｎ，Ｎ’－ジカルバ
ゾールビフェニルを、真空蒸着法によりそれぞれ０．１ｎｍ／秒、１ｎｍ／秒の速度で共
蒸着して、厚さ４０ｎｍの発光層を形成した。
　その上に、電子輸送性材料として電子輸送材料としてＡｌｑ３〔（トリス（８－ヒドロ
キシキノリナト）アルミニウム）、前記構造〕を真空蒸着法にて１ｎｍ／秒の速度で蒸着
し、４０ｎｍの電子輸送性層を設けた。
【０１５９】
２－２．絶縁層の転写による形成
　陽極、有機化合物層（正孔注入層、正孔輸送性層、発光層、電子輸送性層）を設けた被
転写基板と、転写材料Ａ１を、有機化合物層同士が重なるように設置し、０．３ＭＰａの
圧力で加圧し、１対のローラー（両方が９０℃の加熱ローラー）の間を０．１ｍ／分の速
度で通すことにより同時に加熱加圧を行った。次に、転写材料Ａ１を引き剥がすことによ
り、基板／陽極／有機化合物層（正孔注入層、正孔輸送性層、発光層、電子輸送性層）／
有機低分子化合物層（電子輸送性有層）の上面に絶縁層を陽極のエッジ部分が３０μｍ巾
で重なるように形成した。
【０１６０】
２－３．隔壁の転写による形成
　陽極、有機化合物層（正孔注入層、正孔輸送性層、発光層、電子輸送性層）／有機低分
子化合物層（電子輸送性層）／絶縁層を設けた基板と、転写材料Ａ２を、有機化合物層同
士が重なるように設置し、０．３ＭＰａの圧力で加圧し、１対のローラー（両方が７０℃
の加熱ローラー）の間を０．１ｍ／分の速度で通すことにより同時に加熱加圧を行った。
次に、転写材料Ａ２を引き剥がすことにより、基板／陽極／有機化合物層（正孔注入層、
正孔輸送性層、発光層、電子輸送性層）／有機低分子化合物層（電子輸送性層）／絶縁層
の上面に隔壁を形成した。
２－４．陰極の形成
　基板／陽極／有機化合物層（正孔注入層、正孔輸送性層、発光層、電子輸送性層）／有
機低分子化合物層（電子輸送性有機薄膜層）／絶縁層／隔壁の上面に、フッ化リチウムを
真空蒸着法にて１ｎｍの電子注入層を設けた。この上にアルミニウムを真空蒸着法にて１
５０ｎｍの陰極を設けた。
　陽極及び陰極より、それぞれアルミニウムのリード線を結線した。
【０１６１】
２－５．封止
　上記にて得られたものを、アルゴンガスで置換したグローブボックス内に入れ、ステン
レス製の封止缶及び紫外線硬化型の接着剤（ＸＮＲ５５１６ＨＶ、長瀬チバ製）を用いて
封止した。
【０１６２】
　以上のようにして、実施例の有機電界発光素子である有機電界発光素子（１）を得た。
【０１６３】
３．評価
　以上により作製された転写材料Ａ１及びＡ２について転写性及び密着性の評価をした。
また、有機電界発光素子（１）の発光性能について評価をした。評価方法及び評価基準は
以下の通りである。得られた結果を表１に示す。



(26) JP 2008-84701 A 2008.4.10

10

20

30

40

50

【０１６４】
３－１．密着性
　密着性は、ＪＩＳ　Ｄ０２０２－１９８８に準拠して碁盤目テープ剥離試験を行い、転
写層（絶縁層又は隔壁）の剥離状態を目視で観察することにより評価した。
－評価基準－
　◎　クラス４Ｂ以上（剥離面積５％未満）
　○　クラス３Ｂ（剥離面積５～１５％）
　×　クラス２Ｂ以下
【０１６５】
３－２．転写性
　転写性は、転写材料Ａ１及びＡ２を用い、面積１０ｍｍ角内をキーエンス社製３次元表
面粗さ計ＬＴ－８０１０により測定し、設計通りの構造体ができているかを評価した。
－評価基準－
　◎　良好
　○　転写層（絶縁層又は隔壁）は形成されているが、厚みムラや欠けがある。
　×　転写しない
【０１６６】
３－３．発光性能
　発光性能は、５０箇所の１００μｍ角の発光面積が得られている個数により評価した。
－評価基準－
　◎　９０％以上（４５個以上）
　○　７０％以上（３５個以上）
　×　７０％未満（３５個未満）
【０１６７】
［実施例２］
　実施例１にて作製した転写材料Ａ１、転写材料Ａ２において、Ａｌｑ３を用いて形成し
た有機低分子化合物層（２０ｎｍ）を、ＮＰＤ（下記構造）を用いて形成した有機低分子
化合物層（２０ｎｍ）に代えた以外は、実施例１と同様にして、絶縁層を有する転写材料
Ｂ１、及び隔壁材料層を有する転写材料Ｂ２を作製した。更に、転写材料Ｂ１及び転写材
料Ｂ２を用いて、実施例１と同様にして有機電界発光素子（２）を作製した。
　得られた転写材料Ｂ１、Ｂ２、及び有機電界発光素子（２）について、実施例１と同様
にして評価した。評価結果を表１に示す。
【０１６８】
【化２】

【０１６９】
［実施例３］
　実施例２において、転写支持体Ａ上に剥離層Ａの形成を行わずに、洗浄のみを行った転
写支持体Ａを用いた以外は、実施例２と同様にして、絶縁層を有する転写材料Ｃ１、及び
、隔壁材料層を有する転写材料Ｃ２を作製した。更に、転写材料Ｃ１及び転写材料Ｃ２を
用いて、実施例２と同様にして有機電界発光素子（３）を作製した。
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　転写支持体Ａの表面における純水に対する接触角、及び、表面粗さを実施例１と同様に
して測定した。その結果、接触角は３０°であり、最大表面粗さ（Ｒmax）は０．５ｎｍ
であった。また、Ｒmax／有機層×１００＝２．５％であった。
　得られた転写材料Ｃ１、転写材料Ｃ２、及び有機電界発光素子（３）について、実施例
１と同様にして評価した。評価結果を表１に示す。
【０１７０】
［実施例４］
　実施例２において、剥離層Ａを有する転写支持体Ａに代えて、片面に１００μｍ巾１５
０μｍピッチの凸部（Ｒmax＝２０ｎｍ）を設けた厚み１ｍｍのステンレス板からなる押
圧部材（以下、転写支持体Ｂとする。）の片面に、下記の組成を有する剥離層Ｂ用塗布液
を塗布し、乾燥することにより、乾燥後の厚さが３μｍの剥離層Ｂを形成したものを用い
た以外は、実施例２と同様にして、絶縁層を有する転写材料Ｄ１、及び、隔壁材料層を有
する転写材料Ｄ２を作製した。更に、転写材料Ｄ１及び転写材料Ｄ２を用いて、実施例２
と同様にして有機電界発光素子（４）を作製した。
【０１７１】
－剥離層Ｂ用塗布液－
　・ポリエステル樹脂
　（日本合成化学(株)製、ＨＰ３２０、ガラス転移温度６２℃、
　　軟化点９５℃）：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　３０質量部
　・シリコーン変性アクリル樹脂溶液（東亞合成(株)製、ＵＳ３７００）：　１０質量部
　・メチルエチルケトン：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　３０質量部
　・トルエン：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　３０質量部
【０１７２】
　転写支持体Ｂにおける剥離層Ｂを有する面の純水に対する接触角、及び、最大表面粗さ
（Ｒmax）を実施例１と同様にして測定した。その結果、接触角は９８°であり、最大表
面粗さ（Ｒmax）は３ｎｍであった。
　また、Ｒmax／有機層×１００＝２．５％であった。
　得られた転写材料Ｄ１、転写材料Ｄ２、及び有機電界発光素子（４）について、実施例
１と同様にして評価した。評価結果を表１に示す。
【０１７３】
［実施例５］
　実施例４において、転写支持体Ｂ上に剥離層Ｂの形成を行わずに、洗浄のみを行った転
写支持体Ｂを用いた以外は、実施例４と同様にして、絶縁層を有する転写材料Ｅ１、及び
、隔壁材料層を有する転写材料Ｅ２を作製した。更に、転写材料Ｅ１及び転写材料Ｅ２を
用いて、実施例４と同様にして有機電界発光素子（５）を作製した。
　転写支持体Ｂの表面における純水に対する接触角、及び、最大表面粗さ（Ｒmax）を実
施例１と同様にして測定した。その結果、接触角は４２°であり、最大表面粗さ（Ｒmax
）は３０ｎｍであった。また、Ｒmax／有機層×１００＝１５０％であった。
　得られた転写材料Ｅ１、転写材料Ｅ２、及び有機電界発光素子（５）について、実施例
１と同様にして評価した。評価結果を表１に示す。
【０１７４】
［実施例６］
　実施例２において、剥離層Ａを有する転写支持体Ａに代えて、厚み０．７ｍｍ、Ｒmax
＝０．５ｎｍの石英ガラスからなる押圧部材（以下、転写支持体Ｃとする。）の片面に、
前記剥離層Ｂ用塗布液を塗布し、乾燥することにより、乾燥後の厚さが３μｍの剥離層Ｂ
を形成したものを用いた以外は、実施例２と同様にして、絶縁層を有する転写材料Ｆ１、
及び、隔壁材料層を有する転写材料Ｆ２を作製した。更に、転写材料Ｆ１及び転写材料Ｆ
２を用いて、実施例２と同様にして有機電界発光素子（６）を作製した。
【０１７５】
　転写支持体Ｃにおける剥離層Ｂを有する面の純水に対する接触角、及び、最大表面粗さ
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（Ｒmax）を実施例１と同様にして測定した。その結果、接触角は９８°であり、最大表
面粗さ（Ｒmax）３ｎｍであった。また、Ｒmax／有機層×１００＝１５％であった。
　得られた転写材料Ｆ１、転写材料Ｆ２、及び有機電界発光素子（６）について、実施例
１と同様にして評価した。評価結果を表１に示す。
【０１７６】
［実施例７］
　実施例１において、剥離層Ａを有する転写支持体Ａに代えて、０．１ｍｍ、Ｒｍａｘ＝
４０ｎｍのポリエチレンテレフタレート（東レ（株）製、ルミラーＴ－６０）からなる仮
支持体（以下、転写支持体Ｄとする。）の片面に、前記剥離層Ｂ用塗布液を塗布し、乾燥
することにより、乾燥後の厚さが３μｍの剥離層Ｂを形成したものを用い、更に、絶縁層
及び隔壁の形成を、ＰＴＰＤＥＫ（ケミプロ化成（株）製、ジクロロエタン溶剤で３ｗｔ
％に希釈したもの）を用い、スピンコータを用いて、乾燥膜厚をそれぞれに合わせて形成
することに変更した以外は、実施例１と同様にして、絶縁層を有する転写材料Ｇ１、及び
、隔壁材料層を有する転写材料Ｇ２を作製した。更に、転写材料Ｇ１及び転写材料Ｇ２を
用いて、実施例１と同様にして有機電界発光素子（７）を作製した。
【０１７７】
　転写支持体Ｄにおける剥離層Ｂを有する面の純水に対する接触角、及び、最大表面粗さ
（Ｒmax）を実施例１と同様にして測定した。その結果、接触角は９８°であり、最大表
面粗さ（Ｒmax）は３ｎｍであった。また、Ｒmax／有機層×１００＝１５％であった。
　得られた転写材料Ｇ１、転写材料Ｇ２、及び有機電界発光素子（７）について、実施例
１と同様にして評価した。評価結果を表１に示す。
【０１７８】
［比較例１］
　実施例１において、有機低分子化合物層の形成を行わなかった以外は、実施例１と同様
にして、絶縁層を有する転写材料Ｈ１、及び、隔壁材料層を有する転写材料Ｈ２を作製し
た。更に、転写材料Ｈ１及び転写材料Ｈ２を用いて、実施例１と同様にして比較例の有機
電界発光素子（８）を作製した。
　得られた転写材料Ｈ１、転写材料Ｈ２、及び有機電界発光素子（８）について、実施例
１と同様にして評価した。評価結果を表１に示す。
【０１７９】
［比較例２］
　実施例４において、有機低分子化合物層の形成を行わなかった以外は、実施例４と同様
にして、絶縁層を有する転写材料Ｉ１、及び、隔壁材料層を有する転写材料Ｉ２を作製し
た。更に、転写材料Ｉ１及び転写材料Ｉ２を用いて、実施例４と同様にして比較例の有機
電界発光素子（９）を作製した。
　得られた転写材料Ｉ１、転写材料Ｉ２、及び有機電界発光素子（９）について、実施例
１と同様にして評価した。評価結果を表１に示す。
【０１８０】
［比較例３］
　実施例６の転写材料の作製において、転写支持体Ｃ上に剥離層Ｂの形成を行わずに、洗
浄のみを行った転写支持体Ｃを用い、更に、有機低分子化合物層の形成を行わなかった以
外は、実施例６と同様にして、絶縁層を有する転写材料Ｊ１、及び、隔壁材料層を有する
転写材料Ｊ２を作製した。更に、転写材料Ｊ１及び転写材料Ｊ２を用いて、実施例６と同
様にして有機電界発光素子（１０）を作製した。
　転写支持体Ｃの表面における純水に対する接触角、及び、最大表面粗さ（Ｒmax）を実
施例１と同様にして測定した。その結果、接触角は４２°であり、最大表面粗さ（Ｒmax
）は３０ｎｍであった。また、Ｒmax／有機層×１００＝１５０％であった。
　得られた転写材料Ｊ１、転写材料Ｊ２、及び有機電界発光素子（１０）について、実施
例１と同様にして評価した。評価結果を表１に示す。
【０１８１】
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［比較例４］
　実施例７の転写材料の作製において、有機低分子化合物層の形成を行わなかった以外は
、実施例７と同様にして、絶縁層を有する転写材料Ｋ１、及び、隔壁材料層を有する転写
材料Ｋ２を作製した。更に、転写材料Ｋ１及び転写材料Ｋ２を用いて、実施例１と同様に
して比較例の有機電界発光素子（１１）を作製した。
　得られた転写材料Ｋ１、転写材料Ｋ２、及び有機電界発光素子（１１）について、実施
例１と同様にして評価した。評価結果を表１に示す。
【０１８２】
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【表１】

【０１８３】
　表１に示されるように、実施例で得られた各転写材料は、転写性及び密着性に優れてお
り、これらの転写材料を用いて得られた実施例の有機電界発光素子は発光性能に優れた素
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　一方、比較例で得られた有機低分子化合物層を有さない各転写材料は、密着性に劣るも
のであった。
【図面の簡単な説明】
【０１８４】
【図１】本発明の絶縁層形成方法による絶縁層形成の一実施態様を示す工程フローである
。
【図２】本発明に用いうる被転写基板の概略部分断面図を示し、（ａ）は、基板上に電極
のみを形成した態様であり、（ｂ）は基板上に電極と有機低分子化合物層とを形成した態
様である。
【図３】本発明の絶縁層形成方法により、絶縁層が形成された後の被転写基板の例を示す
概略部分断面図である。
【図４】本発明の絶縁層形成方法により、絶縁層が形成された後の被転写基板の例を示す
概略部分断面図である。
【図５】本発明の隔壁形成方法による隔壁形成の一実施態様を示す工程フローである。
【図６】本発明の隔壁形成方法により、隔壁が形成された後の被転写基板の例を示す概略
部分断面図である
【図７】転写支持体上に形成した液滴を示す側面図である。
【符号の説明】
【０１８５】
１０ａ、５０ａ　転写支持体（押圧部材）
１０ｂ、５０ｂ　転写支持体（仮支持体）
１２　絶縁層
５２　隔壁材料層
１４、５４　有機低分子化合物層
１６、５６　基板
Ａ、Ｂ、Ｃ、Ｄ　転写材料
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